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源泉徴収課税と租税条約並びに問題点

工藤市兵衛

The problems of Taxation at the source 

and tax treaty provisions. 

Ichibei Kudo 

A quari-educational foudation and an educational foundation manage， control eaeh 

school and hire people and pay salary to people， non-setllers and non-residents. We will 

examine the ]apanese taxation acts and duplicate taxation ones and how to be dealed 

with th巴m

学校法人，準学校法人が学校を管理運営し，法人

が雇用し又は非永住者又は非居住者に支払うべき給

料，報酬等について， 日本の租税法は如何な取扱い

をしているか，二重課税を防止すべき租税条約はど

の様になっているか、これらの問題点、を検討する。
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源
泉
徴
収
課
税
と
租
税
条
約
並
び
に
問
題
点

第
一
節

源
泉
徴
収
制
度
の
あ
ら
ま
し

学
校
法
人
@
準
学
校
法
人
が
学
校
を
管
理
@
運
営
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
所
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
人
が
雇
用
し
又
は
依
頼
し
て
、
非
永
住
者
又
は
非
居
住
者
に

点
支
払
う
べ
き
給
料
@
報
酬
等
に
つ
い
て
、
日
本
の
租
税
法
は
如
何
な
る
取
扱
い
を
し

開
て
い
る
の
か
、
又
二
重
課
税
を
防
止
す
べ
き
租
税
条
約
は
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
の

此
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
国
際
化
ボ

1
ダ
レ
ス
化
が
進
む
現
状
に
か
ん
が
み
、
益
々

価
そ
の
重
要
さ
を
増
す
こ
と
は
疑
い
の
な
い
所
で
あ
る
。

搬
日
本
の
所
得
税
法
で
は
、
所
得
者
自
身
が
そ
の
年
中
に
稼
得
し
た
所
得
と
、
そ
れ

摘
に
対
す
る
税
額
を
計
算
し
、
こ
れ
を
自
主
的
に
申
告
納
税
す
る
寸
申
告
納
税
制
度
L

献
を
建
前
と
し
、
こ
れ
と
併
せ
て
特
定
の
所
得
に
つ
い
て
は
「
源
泉
徴
収
制
度
」
が
採

御
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
源
泉
徴
収
制
度
は
一
定
の
所
得
の
支
払
者
が
そ
の
所
得
を
支

融
払
う
際
に
、
所
定
の
所
得
税
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
固
に
納
付
す
る
と
い
う
も
の
で
、

諸
外
国
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
①
。

日
本
で
所
得
税
は
明
治
ニ

0
年
(
一
八
八
七
年
)
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
明
治
三
二
年
か
ら
利
子
所
得
に
つ
い
て
、
昭
和
一
五
年
(
昭
和
一
五
年
三
月

二
九
日
法
律
第
二
四
号
)
か
ら
給
与
所
得
に
つ
い
て
こ
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。

即
ち
明
治
三
二
年
の
所
得
税
の
改
正
で
は
、
第
一
種
所
得
税
、
い
わ
ゆ
る
源
泉
課
税

主
義
に
よ
る
改
正
所
得
税
法
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
後
何
回
か
の
改
正
を
経
て
、
今
日

に
い
た
っ
て
い
る
②
。

こ
の
よ
う
に
源
泉
徴
収
制
度
は
、
申
告
納
税
制
度
を
建
前
と
す
る
所
得
税
法
か
ら

み
る
と
補
充
手
段
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
確
定
申
告
や
年
末
調
整
に
よ
る
精
算
手
段

を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
額
の
大
半
を
占
め
る
給
与

工

藤

市

兵

衛

一
般
的
に
源
泉
徴
収
だ
け
で
、
課
税
関
係
が
完
結

所
得
や
退
職
所
得
に
つ
い
て
は
、

す
る
も
の
で
あ
る
。

「
源
泉
徴
収
制
度
の
し
く
み
し

を
図
示
す
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
③
。

(源泉徴収制度のしくみ)
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又
所
得
税
の
納
税
者
を
納
税
義
務
者
と
し
(
国
税
通
則
法
二
五
)
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
す
る
義
務
の
あ
る
者
を
源
泉
徴
収
義
務
者
と

規
定
し
て
お
り
(
所
得
税
法
五
、
六
)
、
納
税
義
務
者
の
区
分
、

所
得
の
範
囲
を
下
の
様
に
定
め
て
い
る
。

民協禁掃き襲警
司|非永住者以外1[

住" 11 .圏内源泉所得
|非永住者 11.圏外諌泉所得で国内で支払われたもの

主JI IL圏外源泉所得で掛から送金があったもの(所法 7①ニ)

I~ '* ii :rrll 所得税法第同町泉所得〉に規定する町泉所得(所非居住者
法5②、 7①三)

|附;ぎ刻判き計刊11~ 00 $ A 11団国内恥て支払i口4ヂ干干:".1内国法人|
l:4| |利益、差益、利益の分自己、報酬 e料金及び賞金(所法5③、 7①囲)

l'9{'11外 国法人 11 圏内源泉所得のうち一定のもの(所法 5④、 7①五) I 

|人格のない社団等 11 内国法人又は外国法人の課税所鐸と同じ(所法 4) I 

ハ
可
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h
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所
で
源
泉
徴
収
制
度
は
、
日
本
の
租
税
制
度
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
に
拘
ら
ず
、
従
来
、
租
税
法

と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
ず
、
現
実
に
は
租
税
徴
収
の
便
宜
の
た
め
に

現
実
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
も

の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

源
泉
徴
収
税
制
は
経
済
社
会
の
進
展
と
共
に
、
益
々
重
要
さ
を
増
す
も
の
で
あ
り
、

こ
と
に
基
本
的
幾
つ
か
の
間

題
に
つ
い
て
抜
粋
し
、
そ
の
問
題
を
検
討
せ
ん
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

点
こ
こ
で
居
住
者
と
は
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
、
又
は
現
在
ま
で
引
き
続
い
て
一

鴫
年
以
上
居
所
を
有
す
る
個
人
を

小
川
い
い
、
非
居
住
者
と
は
、
居
住
者
以
外
の
個
人
を
云
う
と
し
て
い
る
(
所
得
税
法
二

郎
条
①
一
ニ
、
五
)
。

鵬
又
給
与
等
そ
の
他
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
所
得
の
支
払
者
は
、
所
得
税
法
の
定

中
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
支
払
い
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
義
務
が
あ
り

時
(
所
得
税
法
六
条
可
こ
の
源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る
者
を
「
源
泉
徴
収
義
務
者
」
と
云
つ

強
て
居
り
、
こ
れ
が
会
社
、
官
公
庁
は
勿
論
、
学
校
、
個
人
等
で
あ
っ
て
も
原
則
と
し

源
て
徴
収
義
務
者
と
な
る
。
源
泉
徴
収
義
務
者
を
図
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
④
。

諜農鍛収義務を負わない者押{酬)ぷ二三 | じこ".~. : 
日芸館@外交官

|国際通貨基金{国際通貨基金協定)

|国擦複興開発銀行(菌際復興開発銀行協定)

l国際開発協会{園際開発協会協定)

アジア開発銀行(アジア開発銀行を設立する協定。な

お、この源泉徴収義務免除の特権を放棄することもで

きます(同協定 58)0)

センター{国家と他の国家の国民との聞の投資紛争の

解決に関する条約)

|国際金融公社(国際金融公社協定) I 
|米州開発銀行(米州開発銀行を設立する協定) I 
lアフリカ開発基金(アフリカ開発基金を設立する協定)I 
|アフリカ開発銀行(アフリカ開発銀行を設立する協定)I 
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又
非
居
住
者
及
び
外
国
法
人
が
支
払
を
受
け
る
場
合
に
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る

所
得
の
種
類
と
範
囲
は
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
(
所
得
税
法
二
ハ
一
条

条

!‘.. ~所‘得田 h種類 ， '11 目 =' "，' '1 !いt川丹 1"" 1，.，1'貯刊シぺ1引1関鵬係附悶齢糊)，'，川川山川2九川川lバ4三叶11 叩 日 b 

; 令 {関係法齢令j'";;ι口以、Jふム2三UFJ2|l|許仲仲守ド作hロ巾f
，所得の種類‘-寸|γ 三'":.;..:::';'必'.，ト喝日"刷，;.1m ，::;-' ， ' 1 1 .;>， ...""_....-"'，;" -"1 

l土地等の譲渡の対価 11 (1号の 2所得)l!人的役務提供事炉問!! {2号所得}!

i 1不動産の使用料等 11 不動産、船舶、航空機などの貸付
|人的役務提供事業の対価 11 (2号所得U I"'-~' = "' ，~ m n ~ 11けの対価及び地上指などの設定の対l不動産の使用料等l不動産脚航一貸付 1 I目価 ( 3開)lけの対…雌な一対Ii草11 子 等|| {4号榊)i 

{面 ( 3 号F庁得~I 配 当 等 U (5号所得): 

|利 子 等" (4号所得GI貸付金町利子11 (6号所得)1 

|配 当 等" (5号所得)11工業所有楢の使用料等 11①工業所有権等の使用料又は綴渡.

i 1 11 対価
| 貸付金の利子" (6号所得)r1 "②著{惜等の使用料又は娘波の対

'工業所有権の使用料等 11①工業所有権等の使用料又は譲渡 11 11 価11 11③機械等の使用料
の対価 1 I " 

② 著f判量等の使用料又は譲渡の対 11給与その他人的役務の提 u①給与等

価 11供に対する報酬等 IL~.ム的象者?竺11'<1::坦土空干賢明...!
③ 機械等の使用料 (7号所得)11 11③年金、退職手当等 ( 8号所得)1

事業の広告宣伝のための I 11事業の広告宣伝のための" .. -.___， I 
賞金 11 (9号開)11賞金 11 (9号鵬)1 

i I生命保険契約等に基づく 11 I 
生命保険契約等に基づく" - 1 1年金 11 (10号所得)1 
年金 11 (10号所得)1γ-

!! : 1定期積金円給付補てん金 H① 定期械金司給付補てん金

定期積金の給付補てん金 H① 定期積金の給付補てん金 11等 II@相互掛金の給付補てん金

等 11② 相互掛金の給付補てん金 11 II@抵当証券の利息

③ 抵当証券の利息 11 II@貴金属等の先戻粂件付売買によ

④ 貴金属等の売戻粂件付売買によ 11 " る利益
t 1 11⑤外貨建頭金等の為管差益

る利益 II 11 11 11⑥一時払養老(視害)保険の差益
⑤ 外貨建預金等の為答差益 11 ，，- '.----"，._. (II号所得}

⑥ 一時払養老(損害)保険の差益 1! J .----，，-

(11号所得)11特定の匿名組合契約等に 11 "._____， 1 
~ 1基づく利益円分配 " (12号所得)1 

11上場株式等に係る鰻渡所 11 1 
(12号所得)1 1 ~""'l'r"'''-;:~;::-:'~I 11 一 | 1 I得 (措法37の11)11 1 

特定円割引債の償還差益 11
{措法41の12) 11 

( 7号所得)
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セ
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等
一
一
差

約

ニ

還

)

明白、ロ

tM=島
民
園
町
内

'u

;
-
2
1
 

合
分
=
の
の

組

の
Z

債
“

名
益
=
引
法

匿
利
=
割
惜

の
く
=
の
〔

hz-
づ
=
{
疋

特
基
=
特

第
二
節

非
居
住
者
及
び
外
国
法
人
に
対
す
る
源
泉
徴
収

一
。
非
居
住
者
及
び
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
所
得
税
法
上
、
日
本
国
内
に
お
い

て
行
う
事
業
か
ら
生
じ
、
又
は
圏
内
に
あ
る
資
産
か
ら
生
ず
る
所
得
を
除
い
た
園
内

源
泉
所
得
を
源
泉
徴
収
の
対
象
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
非
居
住
者
、
外
国
法
人
に
対
す
る
課
税
上
は
、
租
税
条
約
の
有

無
に
よ
っ
て
取
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
。

原
則
的
な
課
税
上
の
取
扱
い
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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こ
の
表
で
恒
久
適
施
設
(
通
常
P
E
と
略
称
)
と
は
、
士
又
庖
、
工
場
そ
の
他
事
業

を
行
う
一
定
の
場
所
、
建
設
所
、
建
設
作
業
所
及
び
代
理
人
等
を
云
う
(
所
得
税
法

一
六
四
条
①
所
得
税
施
行
令
二
八
九
条
、
二
九
0
条)。

源
泉
徴
収
税
率
は
園
内
的
源
泉
税
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
通
り

で
あ
る
(
所
得
税
法
二
一
一
一
一
条
、
所
得
税
施
行
令
コ
三
九
条
)
。
尚
、
源
泉
徴
収
を
要

し
な
い
園
内
源
泉
所
得
の
範
囲
(
所
得
税
法
二
②
、
一
八

0
、
一
二
二
①
、
二
一

四
条
、
所
得
税
施
行
令
二
八
一
の
二
、
三
二
八
条
)
及
び
非
課
税
外
国
法
人
(
平
成

四
年
一
月
一
日
現
在
)
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
⑤
。

! ?じペ ー園 内 議 泉 所 得 の 覆 頚 三 云 誌7 1 [至司 i-控除額:1 

|輔の所得{所法161ー) 什 11 1 

i資産の所得(所法161ー) TI叶 | 一|

|その他内国内源泉所得(所制lー) 11 11 1 

l土地、土地の上に存する権利‘建物等の譲渡の対倒{所法161b110% I 
ーの二) I~I --" I 

1人的役務の提供轄の対価(所法161二) u __~， 1 

|不動産の賃貸科等(所法161三) 1"1---' 1 

1利子等(所法161四) わ巨ill
|割引僚の償還差益(措法41内m T118% 1 

f配当等{所側1五) 10120% 1 

|証券投資信託の収益の分配(措法問 2) T115% 1 

1源泉分離課税を選択したもの(措法 8のり に巨呂
|貸付金利子(所法161六) I 
!使用科等(所法161七)

|給与・人的役務町報酬等(所法161八イ、ハ) 1 

|公的年時(耐161八ロ) I 
l事業の広告宣伝のための賞金(所法161九) (注)10120%

源泉徴収課税と租税条約並びに問題点

生命保険契約に基づく年金等(所法161十)

!定期積金の給付補てん金等(所法161十一) P巨呂 I I 
|匿名組合契約等に基づく利益の分配(所法1叶二) 同120%1 [ 1 

(注) 事業の広告宣伝のため町賞金が金~以外のも勾で支払われる場合には、その支払を受ける

こととなった日においてそのものを緩渡するものとした場合にそ町対備として通常受けるべ

き価額に相当する金額{時価)とさ札ます。

二
。
租
税
条
約

学
校
法
人
@
準
学
校
法
人
も
教
育
を
行
う
私
的
企
業
で
あ
る
以
上
。
企
業
を
維
持

し
、
教
育
の
充
実
を
計
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
り
、
又
国
際
化
ボ

l
ダ
レ
ス
化
の
進

展
と
共
に
、
益
々
国
際
間
の
交
流
e

往
来
が
盛
ん
に
な
り
、
私
立
学
校
を
取
り
巻
く

租
税
の
問
題
、
が
重
要
の
度
合
い
を
増
し
て
来
て
い
る
。

又
税
制
は
国
に
よ
っ
て
異
な
り
、
他
の
固
と
同
一
の
税
制
を
有
す
る
国
は
皆
無
と

云
っ
て
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
に
複
雑
で
難
解
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

国
際
課
税
制
度
と
い
っ
た
固
有
の
法
令
の
類
は
存
し
な
い
も
の
の
、
国
際
課
税
に

つ
い
て
も
共
通
の
ル

l
ル
と
し
て
の
租
税
条
約
の
形
で
存
在
し
て
い
る
と
み
て
よ

即
ち
各
国
の
園
内
法
に
み
ら
れ
る
二
重
課
税
排
除
の
規
定
、
非
居
住
者
に
関
す
る

規
定
等
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(
1
)
日
本
に
生
活
の
本
拠
が
あ
り
、
日
本
で
生
活
す
る
個
人
、
日
本
に
一
年
以

上
滞
在
す
る
個
人
は
、
日
本
の
居
住
者
と
さ
れ
、
居
住
者
以
外
の
も
の
は
、
非
居
住

者
で
あ
り
外
国
に
住
ん
で
い
る
個
人
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
様
に
区
別
す
る
の
は

一
課
税
さ
れ
る
所
得
の
範
囲
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

日
本
の
居
住
者
全
世
界
所
得
。

日
本
の
非
居
住
者
|
日
本
源
泉
所
得
。

以
上
の
様
に
課
税
所
得
が
異
な
り
、
日
本
で
課
税
さ
れ
た
日
本
源
泉
所
得
は
、
再

度
本
国
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
度
課
税
さ
れ
、
二
重
課
税
の
問
題
が
発
生

す
る
こ
と
と
な
る
。

非
居
住
者
に
支
払
わ
れ
る
利
子
配
当
、
使
用
料
、
給
与
報
酬
等
に
つ
い
て

2
0
%

税
率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
租
税
条
約
が
あ
る
場
合
は
免
税
、

税
率
の
軽
減
等
が
あ
る
。
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スペイン国バルセロナ市プラ

ザ・デ・ラ・フォント・マジカ

社団法人パノレセロナ・オリンピ

ック組織委員会

アメリカ合衆国ウイスコンシン

外1"7"テ'ィソン市ウォルナット・

ストリート614

ウイスコンシン・アラムナイリ

サーチ・ファウンデイション

アメリカ合衆国カリフォルニア

j刊スタンフォード

リーランド・スタンフォード・

ジュニア・ユニパーシティ

(
2
)
日
本
が
締
結
し
た
租
税
条
約
は
、
日
米
間
の
相
続
税
条
約
を
除
い
て
、
す

べ
て
所
得
税
条
約
で
あ
る
。

租
税
条
約
は
国
と
国
と
の
租
税
に
関
す
る
取
り
極
め
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
先
に

述
べ
た
国
際
間
の
二
重
課
税
を
回
避
し
、
脱
税
を
回
止
す
る
と
共
に
、
国
際
間
の
資

η
産
・
人
的
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(
3〉
圏
内
法
と
租
税
条
約
の
適
用
で
は
、
租
税
条
約
が
優
先
適
用
さ
れ
る
こ
と

が
原
則
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
も
、
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国

際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
(
憲
法
第

九
八
条
①
〉
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
所
得
税
で
非
居
住
者
に
対
す
る
所
得
の
う
ち
、
税

率
2
0
%
に
よ
る
源
泉
徴
収
の
規
定
が
あ
っ
て
も
、
租
税
条
約
に

1
0
%
と
規
定
し

て
あ
れ
ば
、
日
本
で
の
源
泉
徴
収
所
は

1
0
%
の
税
率
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
又
所

得
の
発
生
す
る
場
所
に
つ
い
て
も
、
租
税
条
約
の
規
定
に
従
う
こ
と
に
な
る
。

日
本
と
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
園
、
た
と
え
ば
香
港
を
例
に
と
る
と
、
香

港
法
人
及
び
香
港
の
居
住
者
の
日
本
源
泉
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
に
よ
る

免
税
、
課
税
の
軽
減
は
な
い
。
そ
の
た
め
日
本
の
税
法
通
り
に
課
税
が
行
わ
れ
る
。

(
4
)
日
本
の
租
税
条
約
は
現
在
三
八
ヶ
国
と
の
間
で
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い

る。
諸
外
国
と
の
人
的
及
び
経
済
的
交
流
が
益
々
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
租
税
の
分
野

に
お
い
て
も
国
際
課
税
問
題
が
極
め
て
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
租
税
条
約
は
二
国
の
課
税
に
関
し
て
二
重
課
税
の
排
除
方
式
や
共
通
の
課
税

ル
I
ル
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
化
の
進
展
す
る
中
で
そ
の
知
識
は
不
可
欠

で
あ
る
。

又
租
税
条
約
以
外
で
も
、
租
税
条
約
時
の
実
施
に
伴
う
特
例
等
に
関
す
る
法
令
及

び
国
際
運
輸
業
所
得
相
互
免
除
に
関
す
る
法
令
等
、
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
法
令
も
そ

の
重
要
さ
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
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第
三
節

租
税
条
約
に
よ
る
非
居
住
者
等
に
対
す
る
源
泉
徴
収
の

免
除
又
は
軽
減
の
特
例

非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
の
本
国
と
日
本
と
の
聞
の
租
税
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
条
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所
定
の
届
出
書
を
そ
の
園
内

源
泉
所
得
の
支
払
者
を
経
由
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
時
に
、
そ
の
非
居
住
者
又

は
外
国
法
人
が
支
払
い
を
受
け
る
圏
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
源
泉
所
得
税
が
免
除
又

は
軽
減
さ
れ
る
。

以
下
に
学
校
法
人
と
関
係
あ
る
免
税
手
続
き
に
つ
い
て
論
究
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
。
学
生
、
事
業
修
習
者
の
免
税

上
口
川題調

O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約

(
O
E
C
D
の
加
盟
各
国
が
租
税
条
約
の
規
範
と
し
て
作

制
成
し
た
モ
デ
ル
租
税
条
約
を
云
う
。
一
九
六
三
年
七
月
二
一

0
日
に
採
択
さ
れ
た
)
に

鮒
準
拠
し
た
対
先
進
国
型
の
条
約
で
は
、
生
計
、
教
育
、
勉
学
。
研
究
又
は
訓
練
の
た

醐
め
に
受
け
取
る
給
付
で
国
外
か
ら
支
払
わ
れ
る
も
の
、
即
ち
海
外
か
ら
の
送
金
に
つ

恥
い
て
課
税
を
免
除
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
対
開
発
発
展
途
上
国
型
の
条
約
(
国

峨
連

(
E
C
O
S
O
C
)
租
税
条
約
モ
デ
ル
)
で
は
生
計
、
教
育
、
勉
学
、
研
究
又
は

耕
訓
練
の
た
め
の
海
外
か
ら
の
送
金
の
他
、
政
府
又
は
宗
教
若
し
く
は
慈
善
団
体
等
か

源
ら
の
交
付
金
手
当
又
は
奨
励
金
、
雇
用
主
な
ど
か
ら
支
払
わ
れ
る
給
与
等
の
報
酬
及

び
滞
在
地
苦
肉
に
に
お
え
る
人
的
役
務
の
対
価
等
(
ア
ル
バ
イ
ト
収
入
)
を
も
含
め

て
、
課
税
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

国
連
モ
デ
ル
条
約
先
進
国
と
開
発
途
上
国
と
の
聞
の
国
連
モ
デ
ル
条
約

(
U
n

-
1
t
e唱

G

N
a
t
1
0
n
 
M
o
d
e
l
 

p
u
o
n
 

T
a
x
 

D
o
u
b
l
e
 

v
e
n
t
-
-
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 

a
n
d
 D 
e 

D
e
v
e
l
o
p
e
d
 

v
e
l
o
p
-
-
n
g
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
)
は
先
進
国
と
開
発
途
上
国
と
の
間

一
九
七
九
年
一
二
月
に
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
⑥
。

の
モ
デ
ル
条
約
で
あ
り
、

二
。
教
授
等
の
免
税

日
本
が
外
国
と
締
結
し
た
租
税
条
約
は
殆
ど
大
学
、
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
い

て
教
育
又
は
研
究
を
行
う
た
め
に
来
日
し
た
教
授
等
が
取
得
す
る
人
的
役
務
の
報
酬

に
つ
い
て
、
学
則
と
し
て
二
年
間
を
限
度
と
し
て
課
税
を
免
除
す
る
旨
、
規
定
し
て

い
る
。

三
。
自
由
職
業
者
に
対
す
る
課
税

O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
は
、
自
由
職
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
事
業
所
得
に

準
じ
て
そ
の
課
税
方
式
を
定
め
て
い
る
(
同
条
約
一
四
条
)
。
な
お
、
自
由
職
業
に
は

学
術
上
、
文
学
上
、
美
術
上
及
び
教
育
上
の
独
立
の
活
動
並
び
に
医
師
、
弁
護
土
、

技
術
土
、
建
築
士
、
歯
科
医
師
及
び
公
認
会
計
士
の
独
立
の
活
動
が
含
ま
れ
る
。

四
。
芸
能
人
等
に
対
す
る
課
税

一 364一一

演
劇
、
映
画
、
ラ
ジ
オ
又
は

T
V
の
俳
優
、
音
楽
家
、
そ
の
他
の
芸
能
人
及
び
運

動
家
に
対
し
て
は
、
短
期
滞
在
者
及
び
自
由
職
業
者
課
税
の
特
例
を
適
用
し
な
い
で
、

滞
在
機
関
の
長
短
又
は
活
動
状
況
に
関
係
な
く
、
役
務
提
供
地
国
に
お
い
て
も
課
税

で
き
る
こ
と
が
租
税
条
約
に
お
け
る
確
立
し
た
慣
行
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
芸
能
人
の
活
動
を
す
べ
て
居
住
地
国
で
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、

報
酬
の
支
払
い
形
態
か
ら
も
役
務
提
供
地
国
課
税
が
適
し
て
い
る
か
ら
と
解
さ
れ
、

O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
は
、
芸
能
人
等
の
活
動
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
課
税
す
る

こ
と
が
出
来
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
(
同
条
約
一
七
条
)
⑦
、
日
本
が
締
結
し
た
租

税
条
約
の
多
く
も
こ
の
モ
デ
ル
の
規
定
に
従
っ
て
い
る
。

次
に
租
税
条
約
の
芸
能
人
等
の
役
務
提
供
に
係
る
取
扱
い
一
覧
表
、
租
税
条
約
上

の
給
与
等
に
係
る
取
扱
い
一
覧
表
、
租
税
条
約
上
の
教
授
等
に
係
る
取
扱
い
一
覧
表

を
示
す
⑧
。
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租税条約上の芸能人等の役務提供に係る取扱い一覧表

品?---ごT芸能人個人の役務提供 芸能法人等の役務提供事業の対
条項

の対価に対する課税 価に対する課税

OECDモデル条約 役務提供地国で課税 役務提供地国で課税 17 

我が国の条約例 同モデル条約 同モデル条約

1 アイ jレランド 向上
向上 6-4 

(みなしPE) 18 

2 ア メ カ
90日超又は3，000ドル ワンマンカンパニーは課税 8，17 

超は課税 恒久的施設がある場合は諜税 18(3) 

3 イ ギ ス 同モデル条約
同モデル条約 6(4) 

(みなしPE) 18 

4 イ タ ア 向上
ワンマンカンノfニーは諜干見

17 
恒久的施設がある場合は課税

5 イ ン * 向上 同モデル条約 17 

6 インドネシア * 向上 向上 17 

7 エ ;/ プ ト 向上 恒久的施設がある場合のみ課税 5，15 

ワンマンカンノfニーはみなし

8 オース トラリア 向上 PEとして課税 12 

恒久的施設がある場合は課税

9 オーストリア 向上 恒久的施設がある場合のみ課税 6，13 

10 オ フ ン ゲ 向上
ワンマンカンパニーは課税

18 
恒久的施設がある場合は課税

11 カ ナ ダ * 同上 同モデル条約 17 

12 韓 国
1日100米ドル、合計 向上 4(4) 

3，000米ドル超課税 (みなしPE) 12(4) 

13 ザ ン ピ ア 同モデル条約 恒久的施設がある場合のみ課税 6，16 

14 シンガポール * 同上 同モデル条約 15 

15 ス イ ス 向上
ワンマンカンパニーは課税

17 
恒久的施設がある場合は課税

16 スウェーデン * 同上 同モデル条約 17 

17 ス ~ イ ン 向上
ワンマンカンパニーは課税

17 
恒久的施設がある場合は課税

18 スリ . ランカ 向上 恒久的施設がある場合のみ課税 3，11 

19 ロシT連邦(1日ソ引エト連邦J* 向上 同モデル条約 14 

20 タ イ 向上 向上 16 

21 チェッコスロヴァキア本 向上 向上 17 

22 中華人民共和国 * 向上 向上 17 

23 デ ン .マ 一 ク 向上
向上 5-3(b) 

(みなしPE) 17 

24 ド イ 、7 向上
ワンマンカンパニーは課税

17 
恒久的施設がある場合は課税

25 ニュー・ジーランド 向上 同モデル条約 2，10 
一一一 一一一
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ぷトごT芸能人個人の役務提供 芸能法人等の役務提供事業の対
条項

の対価に対する課税 価に対する課税

26 ノールウェー 同モデル条約
同モデル条約 5-3(b) 

(みなしPE) 17 

27 ハンガリー 本 向上 同苦デル条約 17 

28 パングラデシュ * 向上 向上 17 

29 パキ ス タ ン 向 上 恒久的施設がある場合のみ課税 3，10 

30 フィリピン * 向上 同モデル条約 17 

31 フィンラン‘ド 向上 向 上 17 

32 フランス * 同上 向 上 18 

33 フ フ ジ /レ 向上
向 上 4(7) 

(みなしPE) 15 

34 ブ ル ガ リ ア * 向上 向上 17 

35 ~ ノレ ギ 一 向上 同モデル条約 17 

136 ポーラン ド * 向上 向上 17 

37 マレイシア 向上
向上 4 

* (みなしPE) 14 

38 ルーマニア * 向上 同モデル条約 17 

(注)1 rみなしPEJとは、芸能人等の役務提供自体を垣久的施設とみなす規定であり、この規定

によって役務提供地国において、事業所得課税を行うものです。

2 rワンマンカンパニー」とは、芸能人等の役務を提供する企業が、役務提供者(芸能人等)

によって直接又は間接的に支配されていることをいい、この規定によって役務提供地図に

おいて、事業所得課税を行うものです。

この規定は、実質は個人として役務提供を行うことにより受領する報酬であっても、芸能

人等が法人その他の企業形態をとる限り、事業所得課税の原則の適用により、恒久的施設を

持たなければ役務提供地図では課税しないこととなる課税回避を防止するための規定です。

3 *印は、芸能人条項中に特別の文化交流計画等による免税規定を含むことを示していま

す。
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租税条約上の給与等に係る取扱い一覧表

よト空
給与所得(短期滞在者の免税)

自由職業所得 役員報酬
免 税 要 {牛

固定的施設を有す

183日以内の 報酬の支払者は PEは報酬を る場合にその固定
法人所在地図で

OECDモデル条約 滞在であるこ 非居住者である 負f且しないこ 的施設に帰属する
課税

と こと と 所得についてのみ

‘ 
課税

我が国の条約例 同モデル条約 同モデル条約 同モデル条約 同モデル条約 同モデル条約

アイルラ ンド 同上 向 上 向上 向上 同上

183日超保有の国
定的施設に所得が t員金否認部分の

2 アメ カ 向上 向上 向上 帰属する場合は み法人所在地国
183日超の滞在の で課税
場合に課税

3 イ ギ リ ス 向 上 向 上 同上 同モデル条約 同モデル条約

4 イ タ ア 向 上 向 上 向上 同上 向上

固定的施設に所得

5 イ ン ド 向上 向上 向上
が帰属する場合及

向上
ぴ183日趨滞在の
場合課税

同モデル条約又は
6 インドネシア 向 上 向上 向上 183日超の滞在の 向上

場合に課税

7 エジプト 同上 向 上 同上 向上 向上

8 オーストラリア 向上 向上 向上 同モデル条約
短期滞在者免税
の適用あり

自国の居住者の
9 オーストリア 向上 ための役務提供 同上 向上

て・あること

10 オランダ 向上 同モデル条約 向上 向上 同モデル条約

11 カ ナ ダ 向 上 向上 向上 向上 同上

自国の居住者の
90日超の滞在又は

12 韓 国 向上 ための役務提供 向上
所得が3，000米ド

向上
であること

ル超の場合には謀
税

13 ザンピア 向 上 同モデル条約 向上 同モデル条約 向上

人的役務に対する

14 シンガポール 向上 向上 向上
報酬として給与所

向上
得と同ーの条項で
規定

15 ス イ ス 同 上 同 上 向上 同モデル条約 向上

16 スウェーデン 同モデル条約 同モデル条約 向モデル条約 同モデル条約 向上

17 スペイ ン 向上 向 上 向上 向上 向上

人的役務に対する

自国の居住者の 報酬が居住地
報酬として給与所 役務提供地図で

18 スリ・ランカ 向上 ための役務提供 国で課税きれ
得と同ーの条項で 課税

て・あること ること
規定 (短期滞在免町(2期滞在免税の) の適用あり

一___l←
用あり
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二ふき 給与所得(短長i]i1活在者の免税)
自由輸業所得 役員報酬

免 手足 要 {ゴー

人的役務に対する
ロシア連邦

同よ
報酬として給与所

同モデル条約191 (1日ソヴイエト連絡) 得と悶ーの条項で
規定

人的役務に対する

180回以内の
報酬として給与所

20 ? イ 滞在であるこ 同 上 同土
得と同ーの条項で

同上
規定

と
(短期滞在免税の)
適用めり

21 
チェッコ

同モデル条約 向 上 同よ 同モデル条約 向上スロヴァキア

同モデル条約又は
22 中華人民共和国 同上 向上 向上 183 B超の滞在の 向上

場合に課税

23 デン 7 ータ 向上 同 t 向上 向上 向上

24 ド イ 、7 同上 向上 同上 同上 同上

自国の居住者の 報酬が居住地
人的役務に対する

ーー ニL - 報関として給与所
25 向上 ための役務提供 国で課税され

ジーランド
であること ること

得と向ーの条項で
規定

26 ノールウェー 向上 同モデル条約 同モデル条約 同モデル条約 同モテル条約

27 ハンガリー 向上 向上 向上 向上 向上

周定的施設を有す
， 28 パングラデシュ 向 上 向 上 向上 るか又は183日超の 同 k

滞在の場合に課税

自固め居住者の 90臼趨め滞在又は
29 Jマキスタン 同上 ための役務提供 所得が75万円超の

であること 場合に課税

i司定的施設を有す
30 フィリピン 向 上 同モデル条約 同モデル条約 るか又は120日起の 同モデル条約

滞在の場合に課税

31 フィンランド 向上 向 上 向上 同モデル条約 向上

32 フフンス 向上 同 上 向上 向上 同上

33 ブラジル 向 上 向上 向上 向上 向上

34 ブルガリア 向 上 向 上 向上 同上 !可ー上

35 ベルギー 向上 向 上 向上 向上 向上

36 ポーランド 向上 同と 問 J二 向上 同上

源泉地図以外の 人的役務に対する

37 7 レイシア 同 1:
居住者のための

|司 1-. 報酬として給与所
|司上

役務提供である 得と同ーの条mで
こと 規定

'iijモデル条約又は

38 ル-<'ニアL同 J二 戸1.1 .. 向上 183 fl越の滞イf:の li;] 

場合に課税
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事諜修習生等 る夏見扱い一覧表

ム11
且てf: ニμ乙~ 事業修習生等

Aと今 生 役務対価 事業修習生 事業習得者 政府ベース

生説教育又は
生計百数百
又は訓練の

OECDモテル条約
訓練のための

ための海外
海外送会分は

送金分は免
免税

税

我が国の条約骨"J I司モデル条約
同モテル
条約

I アイルランドa 向 上
年間60万円ま

|司上
で免続

滞在嬬間 5年
滞在期間 1年

滞在期間 l

2 アメ リ カ 向 上
以内守年間

同上 以内.5.000米
年以内

2，0007f;:ドル
ドルまで免税

W，OOO米ド
まで免税 Yレまで免税

3 イ ギリス 向上 同上

4 イ タリア 同 よ 向上

5 イ
一/

向 上 向上

滞在期間 5年 滞在期間 l年
滞在期間 1

6 インド宇ンア I可と 以内官年f首]60 向上 以内，年間180
年以内免税

万円まで免後 万円まで免税

7 Iエジプ ト 向 上 一部免税
同モデル条
紘一部免税

8 すーえトラリア 同上

生~t. 教育叉 年間 5か月以
生計，教育

は訓練のため 内の実施訓練
又は訓練の

9 オーλトリア
支払われる金 のための勤務

ため支払わ

額l立免税 所得免税
れる金額は
免税

10 オランダ 向モデル条約
同モデル
条約

11 カナダ 同上 向上

滞在期間 5年
滞在期間 1年

滞在期間 I

12 韓 国 向上
以内9 年間

向上 以内， 5.000米
年以内，

1，800米ドル 5.000米ド
まで免税

ドルまで免税
ルまで免税

滞在期間 3年

13 勺v ンピア [司よ
以 内 ， 年間

同上
1，000米ドル
まで免税

14 ンンガポール 向 上
年間ω万円ま

向上
年間180万円 年間180万

で免税 まで免税 円まで免税

15 スイ ス 向上 向上

16 スウェーデン 向 上 同上

17 スペ イ ン 同モデル条約
同モデル
条約

年間36万円ま
滞在期間 1年

18 スI}・ランカ 向 上 同上 以内.100万円 免税
で免税

まで免税
」ー
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ぶぞ
学 生 事業修習生等

学 生 役務対価 事業修習生 事業習得者 政府ベース

19 
ロシア連邦

向上 向上
(1日Yヴ4エ}連邦i

20 タ イ 同 上
滞在期間5年

向上
以内は免税

21 
チェッコ

向 上
年間60万円ま

向上
スロヴit7 で免税

22 
中華 人 民 生計，教育.訓練のため受ける給付，所得

一共 和国 は免税

23 デンマーク 同モデル条約
同モデル
条約

24 ドイツ 向 上 向上

25 ニュージー?ンド 向 上 同上

26 ノルウェー 同 上 向上

滞在期間5年
27 ハンガリー 同上 以内，年間60 同上

万円まで免税

28 バングラデシュ 向 上 向上

年間36万円ま
滞在期間 1年

年間100万
29 ，~キスタン 向上 て免税

向上 以内， 100万円
円まで免税

まで免税

滞在期間5年 滞在期間 l年 滞在期間 l

30 フィリピン 向上
以内.年間

向上
以内， 年以内，

1，500米ドル 4，000米ドル 4，000米ド
まで免税 まで免税 ルまで免税

31 7ィンランド 向上
年間2，000米
ドルまで免税

向上 一
奨励金等につ 滞在期間 1年

32 フランス 同 上 き滞在期間2 向上 以内.本国か
年以内.免税 ら送金分免税

滞在期間3年

33 プラ ジ ル 向上
以内.年間

向上
1，000米ドル
まで免税

34 ブルガリア 向上
滞在期間5年

向上
以内は免税

35 ベル ギ ー 同上 向上

滞在期間5年
36 ポーランド 同上 以内，年間60 向上 一

万円まで免税

年間36万円ま
滞在期間 1年

37 マレイシア 岡上
で免税

向上 以内， 142万円 免税
まで免税

38 ルーマニア 同上
年間60万円ま

向上 一で免税
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租税条約上の教授等に係る取扱い一覧表

よ~ 教 授 政 府 職 員 w 退 職 年 金

OECDモデル条約
接受国の国民等を除き派遣国

居住地図のみで課税
でのみ課税

目的:教育又は研究
我 が 国 の 条 約例 期間:2年 向モデル条約 同モデル条約

免税.教育・研究の報酬

1 アイルランド
同条約例(研究奨励金も

同 上
同モデル条約

免税) (保険年金を含む)

2 アメ カ E司条約例 同 上 同 上
3 イ ギ ス 同条約例(教育に限定) 同 上 同 上
4 イ タ ア 同条約例 派遣国の国民は免税 同モデル条約

5 イ ン 向上 同モデル条約 同モデル条約

6 インドネシア 向上 同 上 同 上

7 エジフ'ト 同上 同 上 同 上

8 オーストラリア 向上 悶 上
同モデル条約
(保険年金を含む)

9 オーストリア 同条約例(教育に限定) 同 上 同モデル条約

10 オラ ン ダ 同 上 派遣国の国民は免税 同 上
11 カ ナ ダ *教授条項なし 同 上.

12 曾. 国 同条約例 悶モデル条約 同(保モ険デ年ル条約
金を含む)，

13 ザン ピア 向上 同 上 同モデル条約

14 シンガポ ール 向上 I司 上
同モデル条約
(保険年金を含む)

15 ス イ ス 向上 派遣国の国民は免税 同モデル条約

16 スウェーデン lIE教授条項なし 同モデル条約

17 スベイ ン 同条約例 同 上 向モデル条約

18 スリ・フンカ 向上 同 上 同 上

19 
ロシア連邦

向上 同 上 同 上(1日ソヴィエト連邦)

20 タ イ 向上 同 上 同 上

21 
チェッコ

向上 同 上
問モデル条約

スロヴァキア (保険年金を含む)

22 中華人民共和国 向上(期間3年) 同 上 同モデル条約

23 デンマーク 同条約例 派遣国の国民は免税 同 上

24 ド イ 、7 同条約例(教育に限定)
派遣国の国民11免税(ニ公社

同 上の職員も免税)

25 
ニュー ジー

同 上 同モデル条約
居住地国で課税される場合

ランド には，源泉地図で免税

26 ノールウェー 同条約例 派遣国の国民は免税 同モデル条約

27 ハンガリー 向上 問モデル条約
同モデル条約
(保険年金を含む)

28 ノぐングフテ・シュ 向上 伺 上 同モデル条約

29 パーr?:、 ~γ 同条約例(教育に限定) 派遣国の国民は免税

30 フィリピン 同条約例 同モデル条約
同モデル条約
(保険年金を含む)

31 フィンランド 向上
同モデル条約

同モデル条約
(政府所有法人の職員も免税)

32 フ フ ンス 同条約例(教育に限定) 派遣国の国民は免税 同 上.

33 プラージル 同条約例 同 上
同モデル条約
(保険年金を含む)

34 ブルガリア 向上 同モデル条約 同モデル条約

35 ベルギー 同条約例(教育に限定) 派遣国の国民は免税 同 上

36 ポーランド 同条約例 悶モデル条約
同モデル条約
(保険年金を含む)

37 マレイシ ア 向上 同 上 同 上

38 ルーマーア L一回上 同上 同 上

4
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、
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国
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塑IlnllOOllllUlIlIlII1I日間l刷酬IIIIIIIIIIIIIIIIUIIU則IIIUIIIIIIUIUIIIIIIIII剛IIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIII目111111111111111堅

三 アメリカ租税条約(源泉徴収関係)の特例言
語110111111附unlUDUIUIUIUIIUIIUIIIIUUIII仰011刷IUnUlIlIJlIlllllllIUlllllllllUDIDI削110111111111011111附1111111111震

(昭和47年 6月23日条約第 6号)

・人的役務の提供を主たる内容とする事業の所得

~ 8 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除き…...・H ・....…・免税

ただし、ワンマン・カンパニーに支払うものについては適用されない。

① 合衆国連邦準備銀行及び合衆国輸出入銀行に支払うもの又はこれら

の銀行により保証され若しくは保険された債権若しくはこれらの銀行

による間接融資に係る債権の利子で米国の居住者(法人を含む。)に支

払うもの…………・H ・H ・....・H ・'"・H ・..…H ・H ・...・H ・H ・..…..，・H ・....・H ・免税

② ①以外の米国の居住者(法人を含む。)に支払うもの・H ・H ・..……10%

ただし、いずれも日本に恒久的施設を有し、かつ、その利子を生ずる

債継がその恒久的施設と実質的に関連を有する場合には、適用されない。

-利子等

~ 13 

① 配当の支払日に先立つ期間及び当該期間の直前の課税年度を通じて

議決権のある株式の10%以上を所有している米国の法人に支払うもの

(原則として配当支払法人が直前の課税年度中に取得する利子又は配当

が、その総所得の25%を超える場合を除く。)…...・H ・.....・H ・H ・H ・"10%

② ①以外の米国の居住者{法人を含む。〉に支払うもの……H ・H ・"'15%

ただし、いずれも日本に恒久的施設を有し、かつ、その配当支払の基

函となった株式がその恒久的施設と実質的に関連を有する場合には、適

用されない。

・貸付金の利子

~ 13 上記利子等に同じ。

・工業所有権、著作権の使用料

U4 米国の居住者(法人を含む。)に支払うもの(工業所有権等の譲渡の対価

のうち、その生産性等に応ずる部分を含むー)…H ・H ・...・H ・.....・H ・...・H ・'10%

ただし、日本に恒久的施設を有し、かつ、その使用料を生ずる権利がそ

の恒久的施設と実質的に関連を有する場合には、適用されない。

・機械、装置等の使用料

U4 ① 船舶又は航空穣(国際運鎗業に従事していない者が賃貸するものに

~ 6 限る。)の使用料で、米国の居住者(法人を含む。)に支払うもの…10%

~ 8 ② ①以外の機械、装置等の使用料で、米国の居住者(法人を含む。)に

支払うもの H ・H ・H ・H ・...・H ・...........・H ・.....・H ・...・H ・..…...・H ・..……・・免税

ただし、いずれも日本に恒久的施設を有し、かつ、その使用料を生ずる

財産がその恒久的施設と実質的に関連を有する場合には、適用されない。

・交換教授等の給与、報酬

-配当等
~ 12 

~ 19 政府、大学その他の公認された教育機関の招請によりそれらの教育機関

において教育、研究を行うため日本に一時的に滞在する者で、日本を訪れ

た当初に米国の居住者であった者の日本に到着した日又は招請を受ける直

前に留学生、事業修習者等として日本において租税を免除されていた者が

その免除が適用される日本における勉学、訓練文は研究を終了した日から

2年を超えない期間のその教育機関における教育又は研究に対する報酬

.......8.............・・免税

ただし、公的な利益のためでなく、主として特定の者の私的な利益のた

めに行われる研究から生ずる所得については、適用されない。
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@短期滞在者の給与.報醐

918 米国の居住者の日本国内における役務の報酬(役員報酬を含む。)で、そ

の課税年度の滞在期間が1838以下であ札かつ、米国の居住者の使用人

(又は役員)又は米国以外の閣の居住者が米国に有する恒久的施設の使用

人(又l主役員)として受けるもの(その報関が日本にあるその支払者の恒

久的蕗設により負担されるものを除く J ・~ ~ G ~.……$ 0 0 0 ~.……. ~ 0 ~，~…ー…免税

ただし、ワンマン e カンパニーの所有者に支払うものについては適用さ

れない。

また、日本法人がその役員である米国の居住者に支払う報酬のうち、日

本法人のt黄金とされないものについても、適用されない。

@自菌戦業者の所得

!ll7 ① 米国の居住者である演劇、映画若しくはテレビジョンの俳渡、音楽

家その他の芸能人又は運動家の所得…………~.. 0.0一……一一……免税

ただし、@その課税年度の滞在期間が切目を超える場合及び@その

課税年度の報酬の額が3，0むO米ドル又は日本内によるその相当額を趨え

る場合には、適用されない。

② 米毘の居住者である①以外の自由職業者の所得…ー………匂e・e・事免税

ただし、@その課税年度の滞在期間が183日を超える場合及び@固定

的施設の保有期間がその課税年度を通じて183日を超える場合には、適

用されない0

8民間の理職年金

自23 米国の居住者に支払うもの..，・ e・...………… Q ~.... o. ~. o. 0 0....... ~ e 0窃 H ・H ・..免税

(注} 退職年金には過去の勤務に関連し提供した役務に対する対備とし

て、又は受けた傷害喜に対する補償として退験後又は死後に行われる

定期的な給付を含む。

轡保険年金(利殖年金)

~ 23 米国の居住者に支払うもの……一 ...0.'" ~ ~ 0 0.. 咽，，~...o. ~… 00000..0.…………免税

(注) 保険年金にl立、適正かつ十分な対価に応ずる給付(役務の提供に

係るものを除く。)を行う義務に従い、終身又は特定の期間中、所定

の時期において定期的に支払われる所定の金額を含む。
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源泉徴収課税と租税条約並びに問題点
塑割副棚ml剛l聞鵬剛目捌捌醐l目附酬l仰側馴剛附剛目11附剛附捌l鵬剛蹴削削1目110目剛酬棚側l馴削削l目削剛l刷H山H剛剛H刷酬11附11則肌111聞m附酬H聞111目l聞剛剛u佃刷剛目削叫酬11山附酬11附側I目捌1111聞剛剛1目捌馴馴1捌捌馴酬u捌酬酬H川附H附11糊11醐目m捌1自蹴11刷剛目聞剛11刷肌酬10即目m刷剛l削削剛u削削削11111111111捌 1111聞1刷目111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111101剛~

iイギリス(グ川 プリ刈び北部川ランド連合王制説条約(漉泉簡収関係)の特例i
nmlllllummUlIlI1I畑111111剛OOlIllIlIIIIllUIIIIIIIUIIOIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIllIIlIllIIllIOIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII01ll1lllOUII町田信

(昭和45年12月21日条約第23号}

・人的役務の提供を主たる内容とする事業の所得

a 8 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除き・H ・H ・....・H ・..・免税

a 6 ただし、演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の

芸能人及び運動家の役務を提供する活動を行う場合には、日本に恒久的施
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設を有するものとされる。

-利子筈

a 12 英国の居住者(法人を含む。)に支払うもの…...・H ・....・H ・…H ・H ・'"…10%

ただし、日本に恒久的施設を有する場合に、その利子を生じた債権がそ

の恒久的施設を通じて行われる事業と実質的に関連を有するものについて

は、適用されない。

-配当等

U1 ① 配当に係る事業年度終了の目前12か月の全期間を通じて、議決権の25

%以上を所有する英国の法人に支払うもの…...・H ・..…H ・H ・..，・H ・"10%

②①以外の英国の居住者(法人を含む。)に支払うもの・H ・H ・.....・H ・15%

ただし、いずれも日本に恒久的施設又は固定的施設を有して事業等を

行い、その配当支払の基国となった株式等がこれらの施設と実質的に関

連する場合は、適用されない。

・貸付金の利子

a 12 上記利子等に同じ。

・工業所有権、著作権の使用料

a 13 英国の居住者(法人を含む。)に支払うもの(その権利の譲渡の対価を合

む。) ..・H ・.....・H ・-…・H ・H ・.....・H ・...・H ・......・H ・.....・H ・....・H ・.....・H ・...……10%

ただし、日本に恒久的施設を有する場合に、その権利がその恒久的施設

を通じて行われる事業と実質的に関連を有するものについては、適用され

ない。

-機械、装置等の使用料

a 13 産業上、商業上又は学術上の設備の使用料で英国の居住者(法人を含

む。)に支払うもの…...................・H ・....・H ・....・H ・.....・H ・....・H ・.....・H ・'10%

ただし、日本に恒久的施設を有する場合に、そ@設備がその恒久的施設

を通じて行われる事業と実質的に関連を有するものについては、適用され

ない。

-交換教授等の給与、報酬

622 大学、学校その他の教育機関において章生育を行うため日本を訪れ、 2年

を超えない期間滞在する教授又は教員で、現に英国の居住者であり、又は

日本を訪れる直前に英国の居住者であった者のその教育に対する報酬

・・・・免税

・短期滞在者の給与、報酬

H6 英国の居住者の日本国内における勤務でその課税年度の滞在期間が183日

以下のものの報酬であって、しかも日本の居住者(法人を含む。)でない雇

用者又はこれに代わる者から支払われるもの(日本にあるその雇用者の恒

久的施設又は固定的施設により負担されるものを除<0) …H ・H ・...・H ・.，免税

618 ただし、演劇、映画、ラジオ文はテレビジョンの俳優、音楽家その他の

芸能人及び運動家の所得については、適用されない。
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容自由駿業者の所得

!i 15 英国の居住者である自由職業者の所得~...~.~~~…~0 n 0・e・oq ~ ~. 0..00. 0 ~.・ H ・..免税

918 ただし、①目立誌に通常使用可能な固定的施設を有する者のそれに帰属す

る所得並びに②演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その

他の芸能人及ぴ運動家の所得については、適用されない。

趨民間の追駿年金

!i 19 英国の居住者に対し過去の勤務について支払う退職年金その他これに類

する報酬・.'..'0…… o.~ o. ~. ~ 0......…....0.0・H・..…...・H・.......0.00000....0・a・.00...免税

@保険年金(利箔年金)

!'il9 英国の居住者に支払うもの…..・ e・-………..・ e・....・ H ・..・ H ・H ・..・...・ e・..…免税

(注) 保険年金とは、適正かつ十分な対価に応ずる給付を行う義務に基

づき、終身又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定

の時期において定期的に支払われる所定の金額をいう。

-375-



源泉徴収課税と租税条約並びに問題点
z型型H附目仰目附1剛11捌目削剛11刷目聞目聞剛目剛剛馴11川11川叩11刷聞剛l目聞聞剛1目捌捌11捌l目剛11目附附剛1目1111目11剛目附附l目111脚捌剛1副l聞目刷脚1問剛目刷剛IIU目鵬鵬11科刷附目m刷l日I刷u叩目剛剛目聞11捌側l目鵬11目聞目附11111削削目聞目剛11削削目剛l附目聞"捌目剛11冊剛聞聞1削削1聞111目削聞11鵬1町t剛刷聞111111101111111111陛

iイタリア租税条約(源泉徴収関係)の特倒i
(昭和48年2月23日条約第 2号)

・人的役務の聾供を主たる内容とする事業の所得

!i 7 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除き・..........・H ・..・免税

!i 17 ただし、その役務を行う演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、

音楽家その他の芸能人又は運動家が支配する企業に支払うものについて

は、適用されない。

-利子等

!i11 イタリアの居住者(法人を含む。)に支払うもの・H ・H ・.....・H ・..，・H ・..…10%

ただし、日本にその利子を生じた債権と実質的に関連する恒久的施設を

有する場合には、適用されない。

-配当等

!i 10 ① 配当に係る事業年度終了の目前6か月の期間を通じて、議決権のあ

る株式の25%以上を所有するイタリアの法人に支払うもの………10%

②①以外のイタリアの居住者(法人を含む。)に支払うもの………15%

ただし、いずれも日本にその配当支払の基因となった株式等と実質的

に関連する恒久的施設を有する場合には、適用されない。

・貸付金の刺子

宮11 上記利子等に同じ。

・工業所有権、著作権の使用料

!i 12 イタりアの居住者(法人を含む。)に支払うもの………H ・H ・H ・H ・...…10%

ただし、日本にその使用料を生じた権利と実質的に関連する恒久的施設

を有する場合には、適用されない。

・機械、装置等の使用料

!i 12 産業上、商業上又は学術上の設備の使用料でイタリアの居住者(法人を

含む。)に支払うもの……H ・H ・........・H ・.....・H ・....・H ・....・H ・.......・H ・..…・10%

ただし、日本にその使用料を生じた財産と実質的に関連する恒久的施設

を有する場合には、適用されない.

・変換教授等の給与、報酬

!i 20 大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため日本を訪

れ、 2年を超えない期間一時的に滞在する教授又は教員で、現にイタリア

の居住者であり、又は臼本を訪れる直前にイタリアの居住者であった者の

その教育又は研究に対する報酬t....・H ・H ・H ・...・H ・..…H ・H ・.....・H ・...……・免税

・短期滞在者の給与、報酬

!i 15 イタリアの居住者の日本自内における勤務でその年の滞在期聞が183日以

下のものの報酬であって、しかも日本の居住者(法人を含む。)でない雇用

者又はこれに代わる者から支払われるもの(日本にあるその雇用者の恒久

的施設又は固定的施設により負担されるものを除く 0) ....・...・H ・H ・..…・免税

!i 17 ただし、演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の

芸能人及び運動家の所得については、適用されない。

・自由職業者の所得

!i 14 イタリアの居住者である自由職業者の所得…...・H ・...…H ・H ・....・ H ・-・・免税

!i 17 ただし、①日本に通常使用可能な固定的施設を有する者のそれに帰属す

る所得並びに②演劇、映画、ラジオ文はテレビジョンの俳優、音楽家その

他の芸能人及び運動家の所得については、適用されない。

-376-
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@民間の退職年金

!il8 イアリアの居住者に対し過去の勤務について支払う退職年金その他これ

に類する報酬…...・a・-…・H ・ a ・-……...・H・~ G 0 ~ e・H ・-。…...・a・....o o. e. 0 ~ ~…・ 0・免税

密保険年金(利殖年金)

922 イタリアの居住者に支払うもの…a固g・u ・H ・H ・oeo..o・H ・-ー。 H ・H ・-・固 H ・a・-・ 0・免税

377 -



源泉徴収課税と租税条約並びに問題点
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型1I1II1I1I1I"101II111II"1II111111111101l1ll1l1l0111ll11llIUIIII001II1II1，"1I101II0I1聞IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHI刷IIsU怪

童 ソヴィエト社会主義共和国連邦租税条約(源泉徴収関係)の特例言
語捌UIIIIIIIIUIII細川1IIIIIUlUlIIIIIIIIIUII"IUlUIIIIIIUIIII闘IUUIIIIIII馴IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII剛目111111111111111日目1111醐l剛nm刷H語

(昭和61年11月13日条約第8号)

(注) ソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連邦)は、平成3年12月をもって国

家としては解体・消滅していますが、平成3年12月末現在、ソ連邦との

間に締結されていた日ソ租税条約はロシア連邦に引き継がれ、引き続き

ロシア連邦との間で効力を有していますので留意ください。

・人的役務の提供を主たる内容とする事業の所得

ti 5 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除き…...・H ・..…・・免税

ti 14 ただし、演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その

他の芸能人又は運動家の役務提供による所得(両国政府間で随時合意され

る文化交流のための特別の計画に基づく役務提供に係るものを除く。)につ

いては、適用されなb、。

-利子等

ti 8 ① 政府等、中央銀行及ぴ一定の政府所有金融機関(ソ連邦外国貿易銀

行をいう。)が直接受領する利子及びこれらによって保証された債権、

保険に付された債権又は間接に融資された債権に係る利子でソ連邦の

居住者(法人を含む。)に支払うもの・H ・H ・.....・H ・.....・H ・....・ H ・...…免税

② ①以外のソ連邦の居住者(法人を含む。)に支払うもの・........…10%

ただし、いずれも日本に有する恒久的施設を通じて事業を行う場合

に、その利子の支払の基図となった債権が当該恒久的施設と実質的な関

連を有するものであるときは、適用されない。

-配当等

ti 7 ソ連邦の居住者(法人を含む。)に支払うもの・H ・H ・..…H ・H ・...………15%

ただし、日本に有する恒久的施設を通じて事業を行う場合に、その配当

支払の基因となった株式が当該恒久的施設と実質的な関連を有するもので

あるときは、適用されない。

・貸付金の利子

ti 8 上記利子等に同じ。

・工業所有権、著作権の使用料

ti 9 ソ連邦の居住者{法人を含む。)に支払う次のもの

① 文化的使用料(著作権の使用料)....・H ・-…...・H ・...V..・a・H ・H ・.....・H ・-免税

②工業的使用料(工業所有権等の使用料)....・H ・.....・H ・...・H ・.....・H ・…10%

ただし、いずれも日本に有する恒久的施設を通じて事業を行う場合に、

その使用料の支払の基因となった梅利が当該恒久的施設と実質的な関連を

有するものであるときは、適用されない。

・機械、装置等の使用料

ti 9 産業上、商業上又は学術上の設備の使用料でソ連邦の居住者(法人を含

む。)に支払う もの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%

ただし、日本に有する恒久的施設を通じて事業を行う場合に、その使用

料の支払の基図となった財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するも

のであるときは、適用されない。
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§交換教捜等の給与、報酪1

!3 17 大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うこ

とを主たる目的として日本に一時的に滞在する個人であって、現にソ連邦

の居住者である者又はその滞在の直前にソ連邦の居住者であった者の日本

に最初に到着した日から 2年を超えない期間のその教育又は研究に係る報

酬...・H ・oeoeQ・H ・oQQ..・H ・-…… G~....… o Q 0..0... 0 ~ 0・H ・-ロ..・…………...・ H ・00・e・....免税

ただし、主として特定の者の私的利益のために行われる教育又は研究か

ら生ずる所得については、適用されない。

場短期滞在者の給与、報酬

S 12 ソ遼邦の居住者の日本圏内における勤務でその課税年度(ー暦年中)に

おける滞在期間が183日以下のものの報酬であって、しかも日本の居住者

(法人を含む。)でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるもの(日

本にある麗局者の恒久的施設により負担されるものを除く。)…・........免税

~ 14 ただし、芸能人又は運動家の役務に係る報酬については、適用されな

い。(両国政府間で随時合意される文化交流のための特別の計画に基づく役

務提供に係るものを除く。)

@自由職業者の所得

~ 12 ソ連邦の居住者である自由職業者の日本圏内における人的役務でその課

税年度(ー暦年中)における滞在期間が183日以下のものの報酬であって、

しかも日本の居住者(法人を含む。)でない濯用者文はその者に代わる者か

ら支払われるもの(日本にあるその麗用者の恒久的施設によワ負担される

ものを除く。) ・司.~. o" e. 0..……o ~.....o. Q..…...・H ・..…一… .".0....0.&・H ・-……免税

!l14 ただし、芸能人又は運動家の役務に係る報酬については、適用されな

い。(阿国政府間で随時合意される文化交流のための特別の計画に墓づく役

務提供に係るものを除く。)

@民間の退職年金

ti 15 ソ連邦の居住者に支払うもの…...・ H ・.."~ e 0..・a・...・ H ・........……...・H ・-・免税

@保険年金{利殖年金)

~ 19 ソ連邦の居住者に支払うもの.........……...・ a・.，.・ H ・-司…...・H ・H ・H ・-ーー免税
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源泉徴収課税と租税条約並びに問題点

(昭和45年四月 3日条約第20号)

轡人的役務の提供を主たる内容とする事業の所得

(i 6 臼*1こ恒久的施設を有しない限り .0・a・-…...・ H ・.fi ~..………… Q ~. Q Q.・H ・..免税

!i 4 1こだし、演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家、運動家

その他の芸能人の役務提供を行う場合には、日本に恒久的施設を有するも

のとされる。

鐙幸IJ子等

量10 ① 韓国の政府(地方公共団体を含む。)、中央銀行又はこれらのいずれ

か又は双方によって所有されている機関(金融機関を含む。)に支払う

もの……也.Q" 0 0.，. 0 ~. 0'" e. 0 ・ g ・~0.0 C....・咽 oe" ~. 0 0 .0.…...・H・........<....0......…免税

場配当等

② ①以外の韓国の居住者又i立法人に支払うもの……n~...ωo ~."..…… 12% 
ただし、日本にその利子を生じた債権と実質的に関連する恒久的施

設を有する場合l立、適用されない。

9 9 害毒菌の居住者叉l立法人に支払うもの…...0.園o<> ~..... 0・H・H・a・......・ a・...…12%

ただし、日本にその配当支払の基因となった株式等と実質的に関連する

恒久的施設を有する場合l立、適用されない。

争貸付金の利子

e10 上記利子等に同じ。

@工業所有権、著作権の使用料

1311 事事国の居住者又l立法人に支払うもの(その権利の譲渡の対価を含む。)

@固・12%

ただし、臼本にその使用料を生じた権利と実質的に関連する恒久的施設

を有する場合l立、適用されない。

感機棟、装置等の箆用料

911 産業上、商業上又は学術上の設備の使用料(採用船契約に基づく鉛舶又

は航空機の賃貸料を含む。)で、車毒菌の居住者又l立法人に支払うもの…12%

ただし、日本にその使F器科を生じた財産と実'箆的に関連する恒久的施設

を有する場合は、適用されない。

場安換教捜等の給与、報酬

!313 大学その他の公認された教育機関の招請によりそd教育機関において教

育又は研究を行うことを主たる目的として日本を訪れる個人で日本滞在の

当初!こ韓留の居住者である者が、日本に到着した日から 2年を超えない期

間、その教育又は研究によって取得する所得 ....0.……・..0 ~ ~.ロ 0 ・日園.....…免税

ただし、主として特定の者の私的利益のために行われる研究から生じた

所得については、適用されないo

e短期滞在者の給与、報敵1

ti 12 韓国の居住者の日本国内における勤務でその年の滞在期間が183日以下の

ものであって、しかも務国の居住者又は法人の使用人としての勤務の報関

(その居住者又は法人の利得で日本において租税を課されるものの計算上

控除されるものを除く。) ...・H・.0.........…...・ a・...……".........0....00....…免税
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-自由職業者の所得

~ 12 ①演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家、運動家その

他の芸能人の所得…....・H ・.....・H ・....・H ・...・H ・.....・H ・....・H ・.....・H ・-免税

ただし、@滞在中 1日につき100米ドル若しくは日本円若しくは斡国

ウォンによるその相当額を超える場合及び@滞在中の所得の合計が

3.0ω米ドル若しくは日本円若しくは鱒国ウォンによるその相当額を超

える場合には、適用されない。

②弱国の居住者である①以外の自由職業者の人的役務でその年の滞在

期間がω日以下のものの報酬であって、しかもその績が3.000米ドル又

は日本門若しくは鶴国ウォンによるその相当額以下のもの H ・H ・...免税

・民間の退職年金

~ 15 稗聞の居住者に支払うもの H ・H ・.....・H ・...・H ・...・H ・.....・H ・-…...・H ・..…免税

・保険年金{利殖年金)

615 韓国の居住者に支払うもの…...・H ・-…H ・H ・.....・H ・.，…H ・H ・-…...・H ・...免税



源泉徴収課税と租税条約並びに問題点

(昭和59年 5月9日条約第 5号)

鎗人的役務の聾供を主たる内容とする事業の所得

!l 7 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除さ d.~ ~ ~ o"".. e.・H ・..免税

!i 17 ただし、演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その

他の芸能人又は還動家の役務提供による所得(両国政府間で合意された文

化交流のための特別の計商に基づく役務提供に係るものを除く。)について

は、適用されない。

@利子等

!lll ① 中重量人民共和国政府(地方公共団体を含む。)、中央銀行又はその政

府が所有する金融機関に支払うもの及びこれらによる間接懲資に係る

僚権に関して中華人民共和国の居住者(法人を含む。)に支払うもの

命記当等

..・免税

②①以外の中華人民共和国の居住者(法人を含む。)に支払うもの

..・10%

ただし、いずれも日本に笹久的施設又は固定的施設を有して事業等を

行い、その利子を生じた債権がこれらの施設と実質的に関連する場合

は、適用されない。

!i 10 中翠人民共和国の居住者(法人を含む。)に支払うもの…...・H ・.~.. .…10% 

ただし、日本に恒久的施設又は画定的施設を有して事業等を行い、その

配当支払の基因となった株式等がこれらの施設と実質的に関連する場合

は、適用されない。

@貸付金の朝子

!lll 上記利子等に同じ。

窃工業所有権、著作権の慣用料

1il2 中華人民共和国の居住者(法人を含む。)に支払うもの・H ・H ・H ・H ・M ・"10%

ただし、臼本に恒久的施設又は固定的施設を有して事業等を行い、その

使用料の支払の基因となった権利がこれらの施設と実質的に関連する場合

は、適用されない。

⑧機械、装置等の使用料

!l12 産業上、商業上又は学術上の設備の使用料で中華人民共和国の居住者

(法人を含む。)に支払うもの…...・H ・..・H ・H ・..……・0.00...・p・...~・ H ・ H ・H ・ "10%

ただし、日本に恒久的施設又は固定的施設を有して事業等を行い、その

使用料の支払の基閣となった設備がこれらの施設と実質的に関連する場合

は、適用されない。

8吏換教撞等の給与、報閤

!i 20 大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うた

め日本を訪れ、最初の到着の白から 3年を超えない期間一時的に滞在する

偲人で、現に中釜人民共和国の居住者であり、又は日本を訪れる直前に中

華人民共和国の居住者であった者のその教育又は研究に対する報酬…免税

381 

153 



152 愛知工業大学研究報告， 第四号A， 平成5年， Vo1.28-A， Mar.1993 

-短期滞在者の給与、報酬

U5 中華人民共和国の居住者の日本国内における勤務でその年の滞在期間が

l回目以下のものの報酬であって、しかも日本の居住者(法人を含む。)で

ない雇用者又はこれに代わる者から支払われるもの(日本にあるその雇用

者の恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものを除<.) ..・...免税

!l17 ただし、演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その

他の芸能人又は運動家の所得(両国政府間で合意された文化交流のための

特別の計画に基づく役務提供に係るものを除<.)については、適用されな

b、。

-自由職業者の所得

!l14 中華人民共和国の居住者である自由職業者の所得 H ・H ・……...・H ・..・・免税

U7 ただし、①日本に通常使用可能な固定的施設を有する者のそれに帰属す

る所得、②その年の滞在期間が183日を超える場合の所得並びに③演劇、映

画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動

家の所得(両国政府間で合意された文化交流のための特別の計画に基づく

役務提供に係るものを除<.)については、適用されない。

・民間の退職年金

!l18 中華人民共和国の居住者に対し過去の勤務につき支払ラ退験年金その他

これに類する報酬 H ・H ・H ・H ・.....・H ・...・H ・.............・H ・.....・H ・.....・H ・..・…免税

・保険年金(利殖年金)

!l22 中華人民共和国の居住者に支払うもの………H ・H ・…H ・H ・...・H ・H ・H ・..課税
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(昭和42年 5月初日条約第 4号)

@人的役務の聾供を主たる内容とする事業の所得

!i 7 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除!3……...・H ・..…免税

~ 17 ただし、その役務を行う演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、

音楽家その他の芸能人及び運動家が支配する企業に支払うものについて

は、適用されない。

容利子等

!ill ① ドイツの市場で発行された日本の国債又は政府保証僚について支払

うもの...・H・..… o.~~~..o~.~. ・ a ・...・ H ・..・ e ・...……四H ・ H ・. .. ~.・H ・........・H ・..免税

② ドイツ連邦銀行又は復興金融公庫に支払うもの...・H ・.....・H ・..…免税

③ ドイツの居住者(法人を含む。)に支払う利子で、上記①及び②以外

のもの…...・H ・-司 e・o・..・H ・H ・..・ a圃 H ・a・..........・H ・.....・ H ・......・ H ・q…...・ H ・10%

ただし、いずれも日本にその利子を生じた債権を実質的に保有する恒

久的施設を有する場合は、適用されない。

@喜5当等

!DO ① 配当の支払日前12か月の期間を通じて、議決権のある株式の25%以

上を直接又は間接に所有するドイツの法人に支払うもの…...・H ・"10%

② ①以外のドイツの居住者(法人を含む。)に支払うもの e・e・........15%

ただし、いずれも日本にその配当支払の基因となった株式等を実質的

に保有する恒久的施設を有する場合は、適用されない。

@貸付金の利子

Hl 上記利子等に同じ。

⑧工業所有権、著作権の龍周料

~ 12 ドイツの居住者(法人を含む。)に支払うもの(その権利の譲渡で真正譲

渡以外のものの対価を含む。)…...・H ・.~. 0.. <>... ~...・H・"・.." ~.・H・-・………… 10%

ただし、自主主にその使用料を生じた権利を実質的に保有する恒久的施設

を有する場合l立、適用されない。

なお、工業所有権等の真正恕渡の対価については、免税 (913、交換公

文8)。

@機械、装壷等の使用料

!i 12 産業上、商業上又は学術上の設備の使用料でドイツの癌住者(法人を含

む。)に支払うもの…...・a・."0..・H ・H ・H ・..…………...・H ・H ・H ・'.0..・a・.........10%

ただし、日本にその使用料を生じた財産を実質的に保有する笹久的施設

を有する場合は、適用されない。

@変換教謹等の給与、報量規

92自大学、学校その他の教育機関において教育を行うため日本を訪れ、 2年

を超えない期間一時的に滞在する教授又は教員で、現にドイツの居住者で

あり、又は日本を訪れる直前にドイツの居住者であった者のその教育に対

する報酬…...・M ・..……一...~""..，. o.・H ・0.00.・H ・..… "....0……...・M ・..周H ・H ・..免税

@短期滞在者の給与、報酬

!i 15 ドイツの居住者の日本国内における勤務でその年の滞在期間が183日以下

のものの報酬であって、しかも日本の居住者(法人を含む。)でない麗用者

又はこれに代わる者から支払われるもの(日本にあるその雇用者の恒久的

施設又は固定的施設によって負担されるものを除く。)…...・H ・..…・ ..0.0免税

917 ただし、演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家等の芸能

人及び運動家の所得については、適用されなし、。
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畿自由車車業者の所得

314 ドイツの居住者である自由職業者の所得……圃H・H・..・ g・o~....・ H・..……免税

!H7 ただし、①日本に通常使用可能な国定的施設を有する者のそれに帰属す

る所得並びに②演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家等の

芸能人及び運動家の所得については、適用されない。

@民間の退職年金

!i18 ドイツの居住者に対し過去の勤務について支払う退職年金その他これに

類する報酬……固因e・e・400.".....0.圃H・a・..・o・@………。H・a・-…...・H・，oQo・g・喝@固e・e・..免税

@保険年金(利箔年金)

!i22 ドイツの居住者に支払うもの "..0....0…………...・M・...~・ a ・-… O.~" ・ e・-…免税
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(昭和40年 8月12日条約第11号)

@人的役務の護供を主たる内容とする事業の所得

!} 7 日本に恒久的施設を有し、これに帰属するものを除き…・..QOO・H ・.，…免税

918 ただし、演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その

他の芸能人又は運動家の役務提供による所得(その役務提供がフランス若

しくは日本の国《地方公共団体を含む。}の公的資金又はフランス若しくは

日本の特別の法人《非営利回体を含む。}の資金により賄われる場合のその

所得を除く。)については、適用されない。

⑨幸IJ子等

!} 12 ① フランスの政府、地方公共団体又は中央銀行に支払うもの...・a・免税

② フランス外国貿易銀行に支払う利子で同銀行が自己の設定した債権

に関するもの又は同銀行の保証した債権若しくは同銀行による間接融

資に係る俵揺に関してフランスの居住者が取得するもの(当該債権に

つき、同銀行が公的金融機関としての資格で設定し、保証し、又は間

接融資したものであることがフランスの国税当局の発給する公文書に

よって証明された場合に限る。) ......・a・-…固 H ・H ・..……...・H ・H ・H ・..免税

③ 上記以外のフランスの居住者(法人を含む。)に支払うもの……10%

ただし、いずれもその利子の支払の基因となった債権が日本にある恒

久的施設又は固定的施設と実質的な関連を有するものである場合は、適

用されない。

~~当等

911 ① 配当の支払目前8か月の期間を通じて、議決権のある株式の15%以

上を直接所有するプランスの法人に支払うもの……00.・a・...………10%

② ①以外のアランスの居住者(法人を含む。)に支払うもの………15%

ただし、いずれもその配当支払の基因となった株式等が日本にある恒

久的施設又は固定的施設と実質的な関連を有するものである場合は、適

用されない。

8貸付金の刺子

!} 12 上記利子等に同じ。

③工業所有権、著作権の使用料

913 7ランスの居住者(法人を含む。)に支払うもの(その穏利の譲渡の対価

を含む。) ・'.".圃・・ 0・H ・H ・H ・H ・..…...・H ・-図・.....・ H ・-・ 0・・・H ・H ・..・ H ・H ・-・・.....・ a・00'10%

ただし、日本にその使用料を生じた権利を実質的に保有する恒久的施設

を有する場合は、適用されない。

@機械、装置等の使用料

@ 13 産業上、商築上又は学術上の設備の使用料(鉛鮪文は航空機の裸用鉛契

約に係る料金を含む。)で、フランスの居住者(法人を含む。)に支払うも

の…..，・H ・.."..oo・C・00.・H ・.....・...000...….a ~.... 0" <>0...0…...・H ・"..".."".8・H ・........・"10%

ただし、日本にその使用料を生じた財産を実質的に保有する恒久的施設

を有する場合は、適用されない。

@吏換教捜等の給与、報醐

~ 22 フランスの教授又は教員で、大学、学校その他の教育機関において教育

を行うため 2年を超えない期間日本を一時的に訪れる者のその教育に対す

る報酬 …...・H ・0"..........・H ・............…...・H ・........・ H ・H ・H ・00・・ g・u ・H ・H ・"・・免税
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-短期滞在者の給与、報酬

~ 16 7ランスの居住者の日本国内における動務でその年の滞在期間が183日以

下のものの報酬であって、しかも日本の居住者(法人を含む。)でない雇用

者又はこれに代わる者から支払われるもの(日本にあるその雇用者の恒久

的施設又は固定的施設によって負担されるものを除<0) ・H ・H ・....・H ・-免税

~ 18 ただし、演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の

芸能人又は運動家の所得(これらの者の活動がフランス若しくは日本の国

{地方公共間体を含む。}の公的資金又はプランス若しくは日本の特別の法

人【非営利団体を含むJの資金により賄われる場合のその所得を除<0) 

については、適用されない。

・自由職業者の所得

!i 15 7ランスの居住者である自由職業者の所得 H ・H ・...…・H ・H ・..…H ・H ・..・免税

!i 18 ただし、①日本に通常使用可能な固定的施設を有する者のそれに帰属す

る所得及び②演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家そ

の他の芸能人文は運動家の所得(これらの者の活動がフランス若しくは日

本の国【地方公共団体を含むJの公的資金又はアランス若しくは包本の特

別の法人【非営利団体を含む。}の資金により賂われる場合のその所得を除

< 0)については、適用されない。

・民間の退職年金

!i 19 7ランスの居住者に対し過去の勤務につき支払う退職年金その他これに

類する報酬………………H ・H ・.....・H ・H ・H ・...・H ・..……H ・H ・...・H ・..……・免税

・保険年金(利殖年金)

!i23 7ランスの居住者に支払うもの H ・H ・...・H ・..………H ・H ・H ・H ・H ・...・H ・..免税
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注意事項

扇出脅のj量出について

1 この届出審I:!:、自由職業者、芸能人者しくは運動家又は日本国内におけ

る滞在が年間183自若しくはそれより短い極税条約に定める一定の期間を超

えない者{以下 f短期滞在者 j といいます. )が支払を受ける所得税法第

HH粂告書8号イに掲げる緑樹又は給与に係る日本国の所得税の源泉徴収税額

について盤税条約の規定に基づく免除を受けようとする場合に使用しま

す@

2 この届出警は、報量調又1;1給与の支払者ごとに作成してください@

3 この届出番は、正高1121通を作成して報酬又は給与の支払者に提出し、その

支払者』止、正本を、綴初にその報酬又は給与の支払をする自の前回までに

その支払者の所特税務審援に提出してください。この届出著書の鑓出後その

紀総事項に異動が生じた場合も同様です@

4 報観音受ける者の19:務が政府聞の特別の針函に事長づいて行われること又

1;1政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に撮助を受けて行われるこ

とを要件とする祖税の免除を定める租税条約の適用を受ける場合には、そ

のことを証明する畜類をこの届出番に添付してください@

騒出審の記穏についτ
5 届出替の口樋』こは、蚊当する項目についてレ印を付してくだ幸い@

S 届出替の r4 jの各摺には、次により記載して〈ださい@

m 自由職業者、芸能人又は運動家{それぞれ(2)の短期滞在者に故当す

る者を除(. )としての報酬については、その自由職業者、芸能人又は

運動家が日本圏内に慢久的施設又は箇定的施段を有する場合には、これ

らの施設に嬬せられない報酬について記殺してください@

(2) 短期滞在者としての報醗又は給与については、その報関又は給与の支

払者が日本圏内に鐙久的雄投又は圏定的施段を有している場合には、こ

れらの纏股が負担しない報酬又は給与(これらの施股の利得の計算上控

除きれないもの}について記載して〈ださい。

7 届出警の f5jの摘には、短期滞在者又は当践報離につき一定の金額を趨

えないことを要件とする租税の免除を定める祖観条約の適用を受ける自由

職業者、芸能人若し<:1;1運動家の場合に、報酬又は給与の支払者の氏名

{名称J、住所{所在地}及び提供する役務の概要、報酬又は給与の金額

等音 r4 jの各憾に準じて記載してください@

B 届出替の r6 jの欄には、 r 2 jから r5 jまでの各摘に記載した事項のほ

か、租税条約に定める r1 jの規定の適用を受けるための聖書件を満たす事情

の詳細官紀叙してください@

この届出番に記載された事項その他租秘条約の規定の適用の有織を判定

するために必要な事項については、自1Iに鋭明資料の提出を求めることがあ

句ます@
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源泉徴収課税と租税条約並び、に問題点

INSTRUCTIONS 

Suhmissi曲目。fth哩 FORM

1 This form is to b邑 usedby th坦 Professioi1且Is，Ent申rtainers，Sport昌menor 

Tempomry Visitors事 inclsiming th自 E哩Heffrom Jap且nes申 lncoineT畠X 0口

Salary or Remuner且tiol1provided in畠ubpar畠graph8 (且) ofArticl唖 161

of the Inc自me Tax Law under th自 provision園田f世間 lncom申 T畠E

Conv昌ntioll.
吻 "Tempor且ryVisitor" mc畠IJ且畠岡田n-re畠idenも自fJ且F且nwh日畠tay自 in

J昌p!lnfor the period n日t睦耳ceedingth自 C自rtainp申riodpre自cribedin 

the Conv邑ntion (183 dayll or leas in畠 calende.ry申ar).

2 This form must be prep且r宮c1!>epar且t曹Iyfor Illich Pay申rof So.l畠ry，由tc.

3 This form must be submitted in duplic且旬 toth串 P畠Y官官 。fS且lary，申tc.，
who has to file the odgil1且1with th申 Di畠trictDirec匂rof T且xomωfor 

the plac由 wh自問 thePayer r哩sid岳民 byth串 daybefor宮山由 P且ym自ntof 

Sal且ry.申tc.，is msde固 Th申畠且meprocedur宮耳目IlUstb自白Ilo判官dwh自nthere 

is且nych且ng哩 inthe sta同menteon thi且 form.

4， To quali今 for 自亙emption from Jap昌nes由 Inc自問母 T畠茸 und申r th唱

pfovision目。fcertain Ta宜 Convel1tionswith resped t岳 山 由 R自mu自由ratio!l

d自riv母dfrom the畠ctivitieswhich且官官曹宜ercis邑dpUfSu8ntぬ且自P哩ci昌i

programm唖 b自tw自ilnth自 Gov睦Cllment呂田fthe two Contr且ctingS切除草

直ndJorwhich e.r号畠upporledsubst且nUallyby th串 publicfunds of th曹

Gov官rmmmt01: th自 like，this form must b骨 畠ccomp且niedby畠up抑 rting

documsnl.sぬ theeffecl.s stated abov自.

Compietion of th邑 FORM

5 Applic且blebl口Ckllmust b自 ch自ck母d.

1) Entsr into column 4. the following typ由昌 ofincom邑:

(1) For R阜muneratiolJ derived by 且 Pr自fessional，Ent.自rt且in申E 自『

Sportemal1冒 {由th自r than Tempor且Il"y Viait自悶) d串畠cribe 畠I1ch
R曹mUl1erationa自白hall11骨tbe attributed t昌畠 P申rmanent曹sl.ablish-

m由nt由『且 fi耳edb晶自由 il1 Jap且n由rthe 民宮cipi由nt(畠uchR母mun由『且tiOIl

困 notaccount自dfor in出自 booKeof th哩 P官官自国間叫錨t畠bliahm曹ntor 

t.h申自E唖dbase). 

(2) For SIII畠ry，S句.， deriv自dby且 Tempor且ryVisitor， d哩昌crib曹畠uch

Salary， etc.. 1111 will not b昌 bom母 by且 P哩rm且11曹nt申畠tablishm串nt日『 畠

fix母db畠sein Je.pan of th自曹関ploy由rof I!uch Vi昌itor(自.g.S且lary，唖tc.，
which i日notdeducted 1!.i!1 exp臣nS6畠 forth母 calculatiOi1由fpr由自tof auch 

p自rmal1ent邑stablishm邑ntor fixed base). 

7 Colunm 5 must b串白lIed口utin th由自且m由 W且Y邑昌 forcolumn 4， if th曹

Recipient is a T哩mpor且ryVi昌itoror other p自E畠011who c1aims the relief 
from the J且psn曹5e lncome Tax 唖11 liuch R副官lun哩ration Illld唖r the 

proviaiolls of th母 Conv自ntion.(Th邑畠mountof lIuch R昌mUllerationmust 

be within th母 limitof th自 provisionsof th母 Conv申ntion.)

!l Enter into column 1) th唖 detail昌 ofcondition昌 pr豊島crib唖din th居間l哩vant

provisiolls of the Conv哩ntion.

If n哩cessary. the applicsnt m且y b由時司U鎚 ted ぬ furnish furth自r

informlltion in order to d哩cidewhether r哩liefullder th串 Conv申ntion

sh由uldbe gr且ntedor 110t固

-389-

145 



Mar.1993 VoI.28-A， 平成 5年，第28号A，愛知工業大学研究報告，144 

(積書畢藍理槽)
For officJ・1四・ ..1yI 

適用:宥.鏑

岨11:;
FORII 

s
i
f
 

み
¥

J

'

聾

‘

，

1

~

 

止

唱

'

¥

島‘，，，‘、

&の聞の直樹象骨鮪ーーー_4陸銀-ー町圃ーー『ー

ArtId. __  .開rL_ーー一

民 事
FulI回m・

目t.~~I~:: 1:'~I.，!í.もうZE

人面品Jotl間 2句品」.2n

岬圃 Ar・) (11. M叫個叫刷 《入国.月 a 0.10 e( In旬} t在留期間 A叫Ioorllll<lPOrI04 01 st・7) 侍曹膏幡串山.orlt岨相醐》・E5州語部製畑・JS・鮒S"抵古に吋川居住者luKL:て訓剛HM‘ 

R総21s帥.~罰品則加hErE却脅u屯 N・m・魯

所MI--

S 帽圃.買付直.の宜払ーに圃する事項E
目崎個出 alP，岬町oCR・nwo.ratlon，-.&0. 

氏名 ZEUU-Ba・aE・-名馳

格~桜島問蹴=eJ~'!凶

持p恒・e圃EEMh脚向聞a拘.‘P置岨創A出崎，"101町...... 咽‘宜的M 亀岡・...甲』
t事蝿町内容 DOtalIO ot B岨勧噛.)

膚血.OCI

ロz有"yー(yへ.・3zza.Mu白z揖 (11.) 厨 A..t.-
4 上記『川町宜弘者会ら宜拡を量け‘楓圃・茸柑量曹司~ 11 J骨量II!島崎町量定時適用量量け“町に闘する事項・

D・凶laalR・......11師、.te..r脚叫刊drr... Ik， P.，.r胸"hI._Iloo C.随時nll岨阻・"“開・.lnl曲師， 1，・ppll.・M・

府品川.銅 1.....J' ...~lnct.I.~弘常時まEP|間i篠宮~Ii I刷費綿密部zh宮町肘

楓酬・史骨量帯骨宜弘司tt:柑‘曹司貴帽:a.u.慣するIl.の向車
圃祖国 01IItclpl・剖・r.. 岨嘩聞出凪胞.....Il10De削刷蜘 d
h円台園開岨田叫

a上限 1. 骨宜革者凪"のーから目本圏内に俗骨7‘圃薗E憾A的限'骨量揖区町Lて主r.tt:け‘.....・与に闘する唱陣唖 t住・):
。Ibora-田町叫叫胤旬開祖句 Po... 剛剖h・rtIuIa'・同時伽向岡田圃1B・M・-‘.tel'pe由 m・...品P'"(M."・1

租税条約に関する届出 s
i 見』い
軒 、¥1& APPLI唱"TIOM同 阻 POR四∞阻 TAl1iCOIIVJ:間四

! ~ Il瞳揖瞳・曹苧豊司修量峰町樟冒宥・交付量'骨量軍曹の縄圃・実骨量・に帽す1， ; Iる所帽聞の免陥 t 、 i ¥ ..110'....町J・P・咽・H h.canae Taz開加畑...u-o..n........島岡.ocIl、、 ノ ¥by rn.r__.lltud .. ，・..8咽加閥均阿叫闇 J 
司自ず この園出曹のE植に量たヲて11..聞の控宜事項e書風Lて下事い.

品.1国缶百凶償却.岨値割・ ... 町制・M・.
..ー量m

Tolbo D耐 idDl_oI一一一ー一一.Tuom帽

E 適用を量ける邑蝿轟的民圃する事項:

AppUo・IbIe1.回・・ T阻 C開刊叫師

自本国k

n.1旭国冊・ T..O田・・叫岨 h旬開咽 J・P・E・od

'纏醐吏付金'の宜11.tt:ltl島曹に闘する事項;
B・1011・alR・clpl・叫ora.man・p・u...・Ic.

. "'1)・-辛邑令‘ペ轟事項 t撞7):
。岨.同 (11・..7， 

J.副知・叫an同咽曲 t畑 町...1010咽 .r&ht M加句祖d・10吋I..n帽Ibr曲.
~mpl""_!l'"曲目 .r 山. r.....回憎.mlr司J11掬争観曲1y，・uun・・r11咽
1.側剛警・，"u lA.w， tI!e _Car開問魁岨 r..t.，，， an 値引・Lo世1Tu Law Cor 
出・ !nCor官四・叫 .r1.国同 T・II Conw.nU欄u.I h・同b 8U'‘ml色白1.
聖ppU副也・晶rm1IDdar 曲・ boU・『由~t 'h._p~~由同.r tl蝿 1.棚田 Tu
Con".叫曲目・叫蜘_Ial.v.'・町市11園出旬 R刷胃閣・m出・.. .... 
回・ntlo箇吋 h ‘ .bo.・・叫叫回 h聞1~1 d~.同 th.tthe ・bon"・M開園a
Ia .. 町叫‘岨d鶴岡，plo岨M凶回.....oIlnJ Iu同'......・・odboJl・r.

!!提言語議延安保繍iliiii!;

390 -

目

栂圃.書付金'の宜弘を豊吋‘'"の署名
組P・M ・rltboROclpl岨‘0("四国岡山...・且

h個



源泉徴収課税と租税条約並びに問題点
143 

注意事項

届出欝の提出について

1 この届出番は、次の報酬、交付金等に係る日本国の所得税の源泉徴収税

額について租税条約の規定に基づく免除を受けようとする場合に使用しま

す。

(l) 大学、高等学校等において教育又は研究を行う者がその教育又は研究

を行うことにより支払を受ける報酬

(2) ①留学生として、②事業、職業若しくは技術の修習者(以下 I事業等

の修習者 jといいます。)として、又は③政府若しくは宗教、慈替、学

術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための

交付金、奨励金等の受領者(以下 I交付金等の受領者 jといいます。)

として日本国内に一時的に滞在する者が、その者の生計、教育、勉学、

研究若しくは訓練のために支払を受ける日本国外からの給付若しくは送

金、その支払を受ける交付金等又はこれらの者が日本国内に一時的に滞

在して行った人的役務の提供の対価として支払を受ける給与その他の報

酬

(I主} 上記の「留学生 j、 f事業等の修習者 j又は「交付金等の受領

者 jには、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓

練、研究又は勉学のため日本国内に一時的に滞在する者も含まれ

ます。

2 この届出書は、報!!!H、交付金等の支払者ごとに作成してください。

3 この届出警は、正副2過を作成して報献、交付金等の支払者に提出し、報

割、交付金等の支払者は、正本を、最初にその報酬、交付金等の支払をす

る臼の前 Bまでにその支払者の所持税務署長に提出してください。この届

出番の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。

4 報酬、交付金等の支払を受ける者が次に該当するときは、それぞれ次の

番鎖をこの届出番に添付してください。

(1) 留学生である場合 その，奮が在学する学校の発行する在学証明書

(2) 事業等の修習者である場合 その者が訓練を受ける施設又は事業所

の発行する、その者が事業等の修習者であることを証明する書類

(3) 交付金等の受領者である場合 交付金等の支給者が発行する、その

者が交付金等の受領者であることを証明する書類

r騎出醤の紀童書について

5 届出容の口欄には、故当する項目についてレ印を付してください。

8 届出舎の r5Jの欄に 1;1:、報酬又!;I:給与の支払者の氏名(名称)、住所

(所在地}及び提供する役務の概要、報酬又は給与の金額等を r4. Jの各欄

にi躯じて記載してください。

7 届出番の r6Jの閣には、 r 2 Jから r5 Jまでの各欄に記載した事項のほ

か、租税条約に定める r1 Jの規定の適用を受けるための要件をi脅たす事情

の詳細を記載してください。

この届出番に記殺された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定

するために必要な事項については、JiJIIに説明資料の提出を求めることがあ

ります@

凸『
d

つd
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INSTRUCTIONS 

Submissio!1 of the FORM 

1 This form is to b号 usedby the Recipient of the following incomes in 

claiming the四 lieffrom Japanes6 lncom号 Taxunder th母 provIsionsof the 

Income Te.x C唖I1vention:

(1) R哩munerationderived by a Prof，母ssoror Teach申rwh臼 makes11 

ぬmporaryvisit匂 J邑panfor the purpose of t皐aching由rconducting 

間 searchat 1111 accredited university， co1Je富民曹tc.

(2) Gi氏fro悶且broadfor the purpose of maint母nallce，education， study， 

research自rtraining， th哩 grantor且ward，自ril1l:om自 fromp母rsol1al

S坦rvicesperformed in Japan and which is r母C哩iv由品位 derivedby， 
(且)St祖4哩nt， (b) Business 自ppr自ntice" 01" (c) R自cipi申ntof Gr且nt.

etc.， from the govermn宮口同1，religious， and th宮 lik申 bodies.命

命 Student，Business Apprentic宮町民的中間ntof Grant， etι，且b01r曹

incl日desuch a person who makes a temp由rluyvisitωJ且panIl.I!I坦

particip昌ntin a program sp自nsoredby the Gov自rnm岳ntof J且pan自『

自lhergovermuental inatitution. 

2 This form must b邑 pr叩且redseparately for each P且y由E 自fR哩m出 鴻ration，
Grant，哩tc..

3 This form must bll 8ubmitted in duplicat由 t骨 the Pay唖r of 

民官m也ロ官ration，Grnnt， etc.， who has to白1申 theori富inalwith th自 Disb"ict

Director of T日 Offic申 forthe p!ace wh邑rethe Payer reside昌， by th哩 day

befof哩 thep畠ymentof Rem問自r且tion，曹tc.， i自 made.Th曹関meprocedurea 

must be follow吋 whel1 tI時間 isany change in th哩昌ぬも串m哩I1t昌司nthis 
f自rm.

4 The applicant must atLach the followillg docum閉じ

(1) 111 cas官。fStudent: a certificate issued by th曹出lIv曹関ity，etc.， wh号『自

he is regis旬開das且畠tudel1t.

(2) An ca鶴田fB日sines!lApprentice: a certific畠切 issu自dby t加 training

institution， etc.， wh哩rehe takes training. 

。) In cas自由fRecipient of Granじ昌 certificateissued by the institutiolll 
from which 同 receivesthe grant，宮tc.

Completion oC th阜 FORM

5 Applicab!e blocks mu昌tbe ched句 d.

6 Column 1) must be fil1ed out in the関 mew旦y醐 forcolumn 4. 

7 Enter into columl1 6 th曹 detailsof∞nditions pr母昌cribedin th骨 rel制 且nt

provisiolls of the C0l1v911tio口.

If necessary， the applicant may be requestedωfurnish furth申E

informatioll i!l order to decide whether r由liefunder the Convention 

should be gr呂田tedor 110t. 
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五
。
準
学
校
法
人
に
お
け
る
非
居
住
者
の
税
務
の
問
題
点

(
1
)
専
修
学
校
等
に
就
学
す
る
外
国
人
の
ア
ル
バ
イ
ト
所
得
に
対
す
る
課
税
関

係
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
上
も
寸
学
生
」
及
び
「
事
業
修
習
者
」
に
つ
い
て
免
税

条
項
を
お
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
学
生
」
及
び
寸
士
事
業
修
習
者
し
の
範
囲
に
つ
い
て

は
、
各
条
約
に
具
体
的
な
基
準
が
お
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
園
内
法
で
解
釈
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
所
で
こ
こ
で
云
う
寸
学
生
L

に
あ
た
る
か
思
う
に
、
租
税
条
約
の
実

施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

関
す
る
省
令
(
昭
和
四
四
年
大
蔵
、
自
治
令
第
一
号
)
の
第
八
条
に
よ
り
「
学
生
L

と
は
、
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
二
年
法
律
二
六
号
)
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
生

占い施
徒
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
の
条
約
に
お
い
て
も
就
学
生
は
「
学
生
L

此
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。
又
「
事
業
修
習
者
」
と
は
、
い
わ

唖
ゆ
る
企
業
内
の
見
習
い
研
修
者
又
は
我
が
国
の
職
業
訓
練
所
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
訓

叫
耽一

昨
練
施
設
に
お
い
て
訓
練
。
研
修
を
受
け
る
者
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
就
学
生
し
は
事

油
業
「
修
習
者
L

に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
専
修
学
校
各
種
学
校
の
「
就
学
生
L

棚
に
つ
い
て
は
租
税
条
約
に
規
定
す
る
学
生
等
の
免
税
条
項
の
適
用
に
な
く
、
こ
れ
ら

酬
の
者
に
支
払
う
給
与
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
り

2
0
%
の
税
率
で
所

鯨
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
こ
と
と
な
る
。

各
租
税
条
約
に
規
定
す
る
学
生
等
の
免
税
一
条
項
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
⑪
。

[各組税条約に規定する学生等の免税条項]

相手園 対 君主 者 免税とされる所得

中
聞学生 生計、教育又は訓練のために受け取

-事業修習者 る給付文は所得
国

-研修員(察署喜習得者と同じ)

-学生、職業上等の訓練を受ける 生計、教育、勉学等のための海外か

フ
春、政府若しくは教育の団体等 らの送金、交付金、奨励金等のほか、

イ
から勉学等のための奨励金等を 年間1，:;∞米ドJレ相当額を超えない人

受領する者 的役務の報酬
リ

-事業修習者 (3年以内の免税)

ピ
-事築習得者(滞在期間 l年以内} 1年間の報酬(海外から受領するもの

ン
-政府間の交換研修生(滞在期間 を含みます。)が4，()∞米ドル相当額を l

1年以内) 超えない場合のその報酬

歯学生、職業上等の訓練を受ける 生計教育勉学等のための海外か|

者、政府若しくは教宵の団体等 らの送金、交付金、奨励金のほか、

大 から勉学等のための奨励金等を 年間1，80自米ドル相当額を超えない人

緯 受領する者 的役務の報関

民 p 耳草案修習者 (5年以内の免税)

国 -事業習得者(滞在期間 1年以内) 事業の習得、研究等に関遼して提供

ー政府関の交換研修生(滞在期間 する役務の報酬が年間5，∞D米ドんを

1年以内) 趨えない場合のその報酬

一 393

(
2
)
次
に
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
各
国
と
の
租
税
条
約
の
多
く
は
、
教
育
機

関
で
教
育
を
行
う
た
め
来
日
し
、
二
年
以
内
の
期
間
滞
在
す
る
教
授
が
そ
の
教
育
に

つ
い
て
受
け
る
報
酬
に
対
し
、
我
が
国
で
は
課
税
し
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
交
流

教
授
免
税
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
の
中
に
は
教
育
機
関
の
範
囲

に
つ
い
て
、
日
米
租
税
条
約
の
よ
う
に
「
大
学
そ
の
他
の
公
認
さ
れ
た
教
育
機
関
」

と
し
て
い
る
も
の
(
日
英
租
税
条
約
第
二
二
条
)
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
し

か
し
租
税
条
約
実
施
特
例
法
省
令
第
七
条
(
教
育
等
の
届
出
)
。
此
の
規
定
に
よ
る
と

い
わ
ゆ
る
交
流
教
育
免
税
の
規
定
は
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
す
な

わ
ち
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
の
教
育
に
関
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
、

準
学
校
法
人
に
は
適
用
が
な
さ
れ
ず
、
法
の
下
の
平
等
を
害
す
る
も
の
と
云
わ
ざ
る

を
得
な
い
。



ハ
。
源
泉
徴
収
制
度
の
問
題
点

(
1
)
源
泉
徴
収
制
度
の
諸
問
題

Mar.1993 

糠
泉
徴
収
制
度
は
、
現
実
的
に
日
本
の
租
税
制
度
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な

九
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
、
法
律
的
に
は
必
ず
し
も
十
分
に

佐
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
現
行
法
は
、
源
泉
徴
収
制
度
を
も
っ
ば
ら
国
家
の
租
税

h

確
保
の
手
段
と
し
て
租
税
徴
収
の
手
続
法
的
視
角
か
ら
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

'
受
給
者
を
税
法
上
の
納
税
者
と
し
て
処
遇
し
て
、
受
給
者
の
法
的
地
位
を
中
心
に
し

昨
て
租
税
実
体
法
的
視
角
か
ら
源
泉
徴
収
制
度
の
あ
り
方
が
、
根
本
的
に
関
わ
れ
な
け

吋
判
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
行
法
の
予
定
す
る
源
泉
徴
収
の
法
律
関
係
の
理
論
的
解
明
は
容
易
で
は
な
い

0

1
1

こ
こ
で
は
、
給
与
所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
源
泉
徴
収
の
法
律
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問

お
題
の
う
ち
基
本
的
問
題
の
い
く
つ
か
を
と
り
あ
げ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
源
泉
徴
収
に
関
連
し
て
住
民
税
(
都
道
府
県
民
税
・
市
長
村
民
税
)
等
の
特
別
徴

色
収
の
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
究
明
さ
れ
る
源
泉
徴
収
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
こ
の
特
別

矧
徴
収
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
段
と
深
刻
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
源
泉

糊
徴
収
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
住
民
税
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
又
源
泉
徴
収

大
制
度
は
租
税
条
約
と
種
々
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
て
い
る
。

業工知愛

(
2
)
源
泉
徴
収
制
度
の
特
色

140 

所
得
税
法
は
一
定
の
所
得
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
給
与
所
得
、

退
職
所
得
お
よ
び
一
定
の
報
酬
・
料
金
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
制
度
を
適
用
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
源
泉
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

(
1
〉
誰
に
幾
ら
の
収
入
が
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
課
税
上
の
資
料
の
入
手
が
容
易
で
あ
る
。

(

2

)

予
定
納
税
の
時
期
前

か
ら
、
つ
ま
り
そ
の
年
分
の
一
月
分
か
ら
掠
泉
徴
収
に
よ
っ
て
早
期
に
国
庫
収
入
を

確
保
し
う
る
。

(
3
)
徴
税
費
が
安
く
つ
く
。
以
上
は
い
ず
れ
も
国
側
に
と
っ
て
の
メ

リ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
本
来
の
納
税
者
側
(
受
給
者
側
)
に
と
っ
て
も

(
4
)
納
税
が

容
易
に
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

(
1
)
源
泉
徴
収
制
度
に
対
し
て
い
は
憲
法
上
の
疑

問
(
憲
法
一
四
条
、
二
九
条
、
三
一
条
違
反
等
)
が
な
い
で
は
な
い
。
(

2

)

源
泉
徴

収
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
必
ず
し
も
完
結
的
な
総
合
累
進
課
税
を
な
し
え
な
い
。
源
泉

徴
収
の
段
階
で
は
必
要
経
費
、
諸
控
除
等
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
源
泉
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
他
の
所
得
を
考
慮
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
的
構
成
と
し
て
は
糠
泉
徴
収
制
度
は
あ
く
ま
で
申
告
納
税

制
度
に
お
け
る
事
前
的
・
概
算
的
納
付
の
制
度
と
し
て
の
建
前
が
と
ら
れ
て
い
る
。

(
3
)
人
々
の
納
税
者
意
識
を
稀
薄
な
ら
し
め
る
。
こ
の
点
は
、
民
主
政
治
の
展
開

の
う
え
に
お
い
て
も
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

源
泉
徴
収
制
度
等
の
憲
法
的
評
価
に
つ
い
て
は
最
高
裁
は
す
で
に
違
憲
で
は
な
い

と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
が
、
後
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
の

納
税
者
で
あ
る
受
給
者
の
法
的
地
位
に
注
目
す
る
と
き
、
従
来
の
議
論
の
視
角
と
は

異
な
っ
た
新
た
な
憲
法
上
の
疑
問
が
生
ず
る
。

現
行
制
度
は
本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受
給
者
の
法
的
地
位
に
ほ
と
ん
ど
配
慮
し
て

い
な
い
。
こ
の
点
自
体
が
、
憲
法
三
一
条
、
一
四
条
等
か
ら
問
題
と
な
ろ
う
。
な
お
、

源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
す
る
現
行
の
刑
事
制
裁
の
あ
り
方
(
所
得
税
法
二
四
0
条、

ニ
四
二
条
三
号
。
源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
す
る
源
泉
所
得
税
不
納
犯
等
に
つ
い
て
も

基
本
的
に
は
通
常
の
遁
脱
犯
と
同
様
の
刑
事
制
裁
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
〉
が
そ
の
罪

質
に
照
ら
し
て
相
当
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。

4
4
 

口
同
d

q
J
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(
3
)
源
泉
徴
収
の
二
元
的
構
造

源泉徴収課税と租税条約並びに問題点

源
泉
徴
収
の
法
律
関
係
に
お
い
て
登
場
す
べ
き
者
は
、
課
税
庁
、
源
泉
徴
収
義
務

者
(
給
与
等
の
支
払
者
)
、
お
よ
び
受
給
者
(
本
来
の
納
税
者
)
の
三
者
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
現
行
法
の
予
定
す
る
源
泉
徴
収
の
法
律
関
係
の
構
造
を
客
観
的
に
検
討
す

る
と
き
、
(

1

)

課
税
庁
と
源
泉
徴
収
義
務
者
と
の
聞
の
法
律
関
係
と
、

(

2

)

源
泉

徴
収
義
務
者
と
受
給
者
と
の
間
の
法
律
関
係
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
法
的
性
格

を
も
っ
て
い
る
。

本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受
給
者
と
課
税
庁
と
の
聞
に
は
、
源
泉
徴
収
の
段
階
で
は

通
例
、
法
律
関
係
が
生
じ
な
い
。
右
の
こ
と
に
関
連
し
て
源
泉
徴
収
義
務
者
自
身
が

少
な
く
と
も
二
つ
の
異
な
っ
た
法
的
地
位
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ

る。
す
な
わ
ち
、
源
泉
徴
収
義
務
者
(
給
与
等
の
支
払
者
)
が
本
来
の
納
税
者
で
あ
る

受
給
者
に
給
与
等
を
支
払
う
際
に
法
所
定
の
所
得
税
額
を
天
引
き
徴
収
す
る
。
源
泉

徴
収
義
務
者
は
そ
の
天
引
き
徴
収
し
た
所
得
税
額
を
一
定
期
日
ま
で
に
課
税
庁
に
納

付
す
る
。
も
し
、
源
泉
徴
収
義
務
者
が
納
付
す
べ
き
源
泉
所
得
税
額
を
納
付
し
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
課
税
庁
は
、
掠
泉
徴
収
に
対
し
て
納
税
の
告
知
を
行
い
、
源
泉
徴
収

義
務
者
か
ら
徴
収
す
る
(
所
得
税
法
一
一
一
一
一
条
、
国
税
通
則
法
三
六
条
一
一
項
一
一
号
)
。

課
税
庁
は
す
べ
て
源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
源

泉
徴
収
義
務
者
が
天
引
き
を
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
源
泉
所
得
分
に
つ
い
て
は
彼
は

受
給
者
に
対
し
て
民
事
上
の
求
償
権
の
行
使
が
許
さ
れ
る
(
所
得
税
法
二
二
二
条
)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
法
上
の
租
税
法
律
関
係
は
課
税
庁
と
源
泉
徴

収
義
務
者
と
の
聞
に
お
い
て
の
み
生
ず
る
。
源
泉
徴
収
義
務
者
と
受
給
者
と
の
聞
の

関
係
は
性
格
論
的
に
は
民
事
法
律
関
係
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

源
泉
徴
収
義
務
者
は
あ
る
段
階
ま
で
は
徴
税
機
関
的
地
位
に
立
た
さ
れ
る
が
、
あ

る
段
階
を
こ
え
る
と
納
税
者
的
地
位
に
立
た
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
泉
徴
収
義
務

者
は
法
所
定
の
期
日
ま
で
に
法
所
定
の
源
泉
所
得
税
額
を
受
給
者
か
ら
天
引
き
徴
収

し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
無
償
で

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
て
、
源
泉
徴
収
義
務
者
は
右
の
源
泉
所
得
税
額
の
納
付
に
関
連
し
て
ま
さ

し
く
納
税
者
的
地
位
に
も
立
た
さ
れ
る
。
法
所
定
の
期
日
ま
で
に
法
所
定
の
源
泉
所

得
税
額
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
彼
は
他
人
(
受
給
者
)
の
税
金
に
つ
い
て

課
税
庁
か
ら
納
税
の
告
知
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
を
受
け
る
。
差
押
等
は
源
泉
徴
収

義
務
者
自
身
の
財
産
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
彼
は
、
延
滞
税
、
加
算
税
等
を
課
さ
れ

る
ほ
か
、
と
き
に
源
泉
所
得
税
不
納
付
犯
等
の
刑
事
制
裁
を
も
受
け
る
。
さ
ら
に
、

罰
則
に
よ
っ
て
「
間
接
強
制
さ
れ
て
い
る
税
務
調
査
」
を
受
け
、
ま
た
法
定
資
料
の

提
出
義
務
を
負
う
。
一
方
、
自
己
が
立
て
替
え
納
付
し
た
源
泉
所
得
税
額
相
当
分
に

つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
民
事
裁
判
に
訴
え
て
求
償
権
の
行
使
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
負
担
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
求
償
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
行
税
法
は

源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
し
て
な
ん
の
法
的
援
助
を
も
与
え
て
い
な
い
。

F
h
d
 

Q
d
 

η
べ
U

(
四
)
源
泉
徴
収
制
度
に
お
け
る
問
題
点

源
泉
徴
収
制
度
の
適
用
に
よ
り
、
と
り
わ
け
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
ク
ロ
ヨ
ン
、
ト
ウ

ゴ
サ
ン
ピ
ン
等
と
呼
ば
れ
る
所
得
(
収
入
)
の
把
握
度
の
著
し
い
不
均
衡
に
よ
る
不

利
益
を
受
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
現
行
法
は
源
泉
徴
収
の
段
階
で
の
、
本
来
の
納
税
者
に
対
す
る
納
税

緩
和
措
置
を
ほ
と
ん
と
整
備
し
て
い
な
い
。
国
税
通
則
法
、
国
税
徴
収
法
等
に
規
定

さ
れ
て
い
る
種
々
の
納
税
緩
和
措
置
は
本
来
の
納
税
者
に
つ
い
て
は
源
泉
徴
収
の
段

階
で
は
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

ま
た
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
関
す
る
年
税
と
し
て
の
所
得
税
の
納
税
義
務
も
、
一
般

の
事
業
所
得
者
の
場
合
と
同
様
に
毎
年
一
一
一
月
一
三
日
を
経
過
す
る
時
点
に
お
い
て

成
立
す
る
(
国
税
通
則
法
一
五
条
二
項
一
号
)
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
毎
月
の
源

泉
徴
収
の
段
階
の
所
得
税
の
納
税
義
務
は
独
立
し
て
成
立
す
る
。
実
体
法
的
に
は
源

泉
徴
収
義
務
者
の
徴
収
義
務
額
の
成
立
・
確
定
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
応
じ
て



本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受
給
者
の
源
泉
所
得
の
納
税
義
務
額
の
成
立
@
確
定
が
な
さ

れ
る
。

Mar.1993 

源
泉
徴
収
義
務
者
が
、
あ
る
月
に
お
い
て
源
泉
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
も
の
に

つ
い
て
天
引
き
徴
収
し
た
場
合
、
ま
た
は
違
法
に
多
額
の
税
の
天
引
き
徴
収
を
し
た

場
合
に
は
、
当
該
源
泉
徴
収
行
為
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
等
に
よ
る
精
算
の
い

か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
と
な
る
。
こ
の
違
法
に
対
し
て
は
、

現
行
法
は
な
ん
ら
の
法
的
権
利
救
済
の
方
途
を
も
用
意
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
勤
務
先
の
法
人
税
の
問
題
に
関
連
し
て
課
税
庁
に
よ
り
会
社
自
体
の
行
為

計
算
が
否
認
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
従
業
員
で
あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
対
し
て
「
認
定

給
与
し
と
し
て
の
所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
る
。
「
認
定
給
与
」
の
源
泉
徴
収
分

に
か
か
る
納
税
告
知
処
分
は
課
税
庁
か
ら
源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
、
法
制
度
的
に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
当
該
分
に
つ
い
て
寸
突
然
L

天
引
き
徴
収
さ
れ
る
ま
で
全
く
事
前
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

VoI.28-A， 平成 5年，第四号A，

(
五
)
源
泉
徴
収
関
係
の
権
利
救
済

愛知工業大学研究報告，

現
行
法
は
源
泉
徴
収
制
度
を
も
っ
ぱ
ら
国
の
徴
税
確
保
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の

視
角
か
ら
徴
税
手
続
法
的
に
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受

給
者
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
源
泉
徴

収
制
度
は
、
租
税
債
務
法
的
視
角
か
ら
本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受
給
者
の
法
的
地
位

の
確
立
を
由
l

心
に
根
本
的
に
再
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
現
行
法
の

構
成
は
、
と
り
わ
け
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
源
泉
徴
収
関
係
に
つ
い
て
の
権
利
救
済
の

方
途
の
構
成
に
あ
た
っ
て
理
論
的
に
も
著
し
く
困
難
な
問
題
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

源
泉
徴
収
義
務
者
は
、
そ
の
源
泉
所
得
の
徴
収
@
納
付
義
務
に
つ
い
て
課
税
庁
か

ら
の
納
税
告
知
処
分
に
対
し
て
抗
告
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
納

税
者
で
あ
る
受
給
者
は
源
泉
徴
収
の
関
係
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
現
行
法
の
も
と

で
ど
の
よ
う
な
争
訟
の
方
法
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
疑
問
で
あ
る
⑪
。

以
下
源
泉
徴
収
の
法
律
関
係
と
納
税
の
告
知
の
判
例
(
最
高
裁
昭
和
四
五
年
二
一
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月
二
四
日
第
一
小
法
廷
判
決
(
昭
和
田
三
年
(
オ
)
第
二
五
八
号
金
員
支
払
請
求
事

件
)
(
民
集
二
四
巻
二
三
号
二
二
四
三
頁
)
)
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
事
実
の
概
要
〉

X
会
社
の
も
と
の
代
表
取
締
役
で
あ
る

Y
I
は
、
そ
の
在
任
中
、

X
会
社
が
他
人

名
義
で
預
け
入
れ
て
い
た
簿
外
預
金
一
一
一
一
万
円
余
を
引
き
出
し
受
納
し
、
ま
た
同

じ
く
も
と
取
締
役
Y
2
は
、
在
任
中
、
同
会
社
よ
り
不
動
産
を
時
価
よ
り
低
額
(
税

務
署
長
は
一
二
五
万
円
余
低
額
と
認
定
)
で
譲
渡
を
受
け
た
。

N
税
務
署
長
は

Y
l
、

Y
2
に
係
る
上
記
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
役
員
賞
与
で
あ
る
と
認
定
し
、
昭

和
三
九
年
三
月
、
源
泉
徴
収
義
務
者

X
会
社
に
対
し
、

y
l
に
係
る
所
得
税
、
加
算

税
等
一
一
七
万
円
余
、
同
じ
く
Y
2
に
係
る
所
得
税
、
加
算
税
等
五
一
万
円
余
の
納

付
方
、
納
税
の
告
知
を
し
た
。

X
会
社
は
右
の
納
税
告
知
書
一
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
納

期
限
内
に
右
諸
税
の
金
額
を
納
付
す
る
一
方
、
税
務
署
長
が
認
定
す
る
よ
う
な
役
員

貰
与
は
存
し
な
い
と
し
て
、
異
議
申
立
て
、
審
査
請
求
を
し
た
、
が
、
い
ず
れ
も
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。

X
会
社
は
そ
の
後
取
消
訴
訟
は
提
起
せ
ず
、
審
査
請
求
が
棄
却
さ

れ
て
か
ら
一

0
0
日
あ
ま
り
後
の
翌
四

0
年
三
月
、
前
記
納
付
税
額
の
支
払
い
を

Y

I
、
Y
2
に
請
求
。
し
か
し
、
支
払
い
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
旧
所
得
税
法
(
昭

和
二
二
年
法
二
七
号
)
四
三
条
二
項
を
根
拠
に
本
訴
を
提
起
し
て
た
。

Y
1
、
Y
2
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
抗
弁
。

y
ー
が
払
出
し
を
受
け
た
簿
外
定

期
預
金
は

X
会
社
が
保
証
金
と
し
て
他
人
か
ら
預
か
っ
た
金
を
預
金
し
て
い
た

Y
ー

が
こ
れ
を
引
き
出
し
た
の
は
そ
の
返
還
の
た
め
で
あ
る
。
他
方
、

Y
2
に
対
し
て
な

さ
れ
た
不
動
産
の
譲
渡
は
適
正
価
格
に
よ
る
も
の
で
決
し
て
低
額
譲
渡
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
Y
1
、
Y
2
と
も
に
税
務
署
長
が
認
定
す
る
よ
う
な
役
員
賞
与
は
受
け
て

お
ら
ず
、
両
人
に
は
、
そ
も
そ
も
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
所
得
は
存
し
な

い
。
し
か
る
に
、

X
会
社
は
、
税
務
署
長
の
右
納
税
の
告
知
を
受
け
な
が
ら
、

Y
1
、

Y
2
に
何
ら
連
絡
ぜ
ず
、
不
服
申
立
て
は
し
た
も
の
の
十
分
な
主
張
を
つ
く
さ
ず
棄

却
さ
れ
、
そ
の
後
は
出
訴
も
せ
ず
、
結
局
自
ら
の
重
大
な
過
失
に
よ
り
右
納
税
の
告

ρ
h
U
 

H
吋
d

q
J
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知
を
確
定
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
特
に

X
会
社
が
、

y
l
、
Y
2
に
納
税
の
告
知

に
対
す
る
不
服
申
立
て
お
よ
び
取
消
訴
訟
の
提
起
の
機
会
を
失
わ
せ
た
の
は
、
重
大

な
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

X
会
社
の
右
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た

Y
I
、

Y
2
の
X
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
と
、

X
会
社
が

Y
1
、
Y
2
に
請
求
す

る
債
権
と
対
等
額
で
相
殺
す
る
。
よ
っ
て
本
訴
訟
請
求
は
失
当
で
あ
る
、
と
。
第
一

審
(
名
古
屋
地
判
昭
和
四
一
。
三
了
二
二
)
、
第
二
審
(
名
古
屋
高
判
昭
和
田
二
@

一
二
@
一
八
)
と
も
に
、
前
記
簿
外
定
期
預
金
は

Y
1
に
帰
し
、
物
件
譲
渡
は
低
額

で
あ
っ
た
と
認
定
し
、
ま
た

Y
1
、
Y
2
は
納
税
の
告
知
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

点
時
か
ら
不
服
申
立
て
や
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
と
し
て
、

X
会
社
の
請
求
を
全
面

閥
的
に
認
容
。

Y
1
、
Y
2
が
上
告
。
最
高
裁
も

X
会
社
の
請
求
を
ほ
ぼ
認
め
た
が
、

批
不
納
加
算
税
等
は
請
求
し
え
な
い
と
し
て
、
一
部
破
棄
白
判
。

並鮒
〈
判
旨
〉

税品

(
l
)
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
べ
き
所
得
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
支
払

棚
者
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
所
得
税
、
を
徴
収
し
て
国
に
納
付
す
る
義
務

制
を
負
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
納
税
義
務
は
右
の
所
得
の
支
払
い
の
時
に
成
立
し
、
そ

融
の
成
立
と
同
時
に
特
別
の
手
続
を
要
し
な
い
で
確
定
す
る
。
申
告
納
税
方
式
に
お
い

て
、
税
額
が
納
税
者
の
申
告
に
よ
り
確
定
し
、
あ
る
い
は
税
務
署
長
の
処
分
に
よ
り

確
定
す
る
の
と
趣
を
異
に
す
る
。

(
2
)

一
般
の
納
税
の
告
知
は
、
国
税
通
則
法
三
一
六
条
所
定
の
場
合
に
、
国
税
徴
収

手
続
の
第
一
段
階
を
な
す
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
、
滞
納
処
分
の
不
可
欠
の
前
提
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
国
税
債
権
に
つ
い
き
、
納
期
限
を
指
定
し
て
納
税
義
務
者
等
に

履
行
を
請
求
す
る
行
為
で
あ
る
。

(
3
)
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
の
告
知
は
、
確
定
し
た
税
額
が
い
く
ら
で
あ
る
か

に
つ
い
て
の
税
務
署
長
の
意
見
が
初
め
て
公
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
支
払
者

が
こ
れ
と
意
見
を
異
に
す
る
と
き
は
、
当
該
税
額
に
よ
る
所
得
税
の
徴
収
を
防
止
す

る
た
め
、
不
服
申
立
て
の
ほ
か
抗
告
訴
訟
を
な
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
4
)
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
に
つ
い
て
の
納
税
の
告
知
は
、
課
税
処
分
で
は
な

く
徴
収
処
分
で
あ
っ
て
、
支
払
者
の
納
税
義
務
存
否
@
範
囲
は
右
処
分
の
前
提
問
題

た
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
支
払
者
に
お
い
て
こ
れ
に
対
す
る
不
服
申
立
て
を
せ
ず
、

ま
た
は
不
服
申
立
て
を
し
て
そ
れ
が
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
受
給
者
の
源
泉
納
税

義
務
の
存
否
e

範
囲
に
は
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
受
給
者
は
、

源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税
を
期
間
限
後
に
納
付
し
た
支
払
者
か
ら
、
そ
の
税
額
に
相
当

す
る
金
額
の
支
払
い
を
請
求
さ
れ
た
と
き
も
源
泉
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
。

(
5
)
支
払
者
は
、
一
方
、
納
税
の
告
知
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
前

提
問
題
た
る
納
税
義
務
の
存
否
ま
た
は
範
囲
を
争
っ
て
敗
訴
し
、
他
方
、
受
給
者
に

対
す
る
税
額
相
当
額
の
支
払
請
求
に
お
い
て
敗
訴
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ

は
、
納
税
の
告
知
が
課
税
処
分
で
で
は
な
く
、
こ
れ
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
が
支
払
者

の
納
税
義
務
を
訴
訟
上
確
定
さ
れ
う
る
も
の
で
な
い
支
払
者
は
か
か
る
不
利
益
を
避

け
る
た
め
、
納
税
の
告
知
を
受
け
た
納
税
義
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
不
存
在
の
確

認
の
訴
え
を
提
起
し
、
受
給
者
と
責
任
を
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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〈
問
題
点
〉

一
。
こ
の
最
高
裁
判
決
の
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ま
で
学
説
・
判
例
上
か
な

り
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
所
得
税
の
源
泉
徴
収
制
度
の
法
構
造
を
か
な
り
積
極
的
に
解

明
し
、
か
つ
源
泉
徴
収
に
係
る
争
訟
方
法
を
も
示
し
た
。
こ
の
最
高
裁
判
決
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
源
泉
徴
収
制
度
の
法
構
造
判
旨
に
則
っ
て
解
説
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り

で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
源
泉
徴
収
に
か
か
る
租
税
の
確
定
の
仕
方
で
あ
る
が
、
源
泉

徴
収
に
よ
る
所
得
税
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
税
額
は
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、

当
然
に
、
い
わ
ば
自
動
的
に
確
定
す
る
。
こ
れ
は
、
税
額
が
納
税
者
の
申
告
に
よ
り

確
定
し
、
あ
る
い
は
税
務
署
長
の
処
分
に
よ
り
確
定
す
る
の
と
趣
を
異
に
す
る
。
第

二
は
、
源
泉
徴
収
義
務
者
と
源
泉
納
税
義
務
者
の
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
の
関
係

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
源
泉
徴
収
制
度
に
お
い
て
寸
納
税
者
」
と
し
て
法
の

表
面
に
表
れ
る
の
は
源
泉
徴
収
義
務
者
で
あ
っ
て
、
本
来
の
租
税
債
務
者
で
あ
る
源
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泉
納
税
義
務
者
で
は
な
い
(
税
通
二
条
五
号
)
。
し
た
が
っ
て
法
文
上
、
本
来
の
租
税

債
務
者
で
あ
る
源
泉
納
税
義
務
者
の
納
税
義
務
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
を
し
て
い
な

い
し
、
ま
た
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
、
源
泉
納
税
義
務
者
の
義
務
を
、
単

に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
を
受
忍
す
る
受
忍
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
が
大
部
分

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
は
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
源
泉
徴
収
義
務
者
で

あ
る
支
払
者
に
お
い
て
源
泉
義
務
を
負
担
す
る
の
は
、
受
給
者
に
お
い
て
ま
ず
源
泉

納
税
義
務
を
負
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
源
泉
徴
収
制
度
の
法
構
造
を
明

確
な
ら
し
め
た
と
い
う
点
で
最
高
裁
の
右
の
判
示
は
重
要
な
異
議
を
有
す
る
。

二
。
本
判
決
は
、
右
の
解
釈
を
前
提
に
、
納
税
の
告
知
は
徴
収
処
分
で
あ
っ
て
課
税

処
分
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
支
払
者
の
徴
収
義
務
と
受
給

者
の
源
泉
納
税
義
務
の
両
者
は
表
裏
を
な
す
関
係
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
納

税
の
告
知
が
課
税
処
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
税
額
お
よ

び
そ
の
税
額
の
徴
収
義
務
は
、
右
処
分
が
取
り
消
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
支
払
者
は
も

の
よ
り
受
給
者
に
お
い
て
も
こ
れ
を
否
定
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
国
税
通
則
は
支
払
者
の
み
を
納
税
者
と
し
(
二
条
五
号
)
、
納
税
の
告
知
は
支
払
者

に
対
し
て
の
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
わ
が
国
源
泉
徴
収
制
度
の
建
前

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
。
以
上
、
納
税
の
告
知
が
課
税
処
分
で
あ
り
得
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
上
で
、
最

高
裁
は
源
泉
徴
収
義
務
者
お
よ
び
源
泉
納
税
義
務
者
た
ち
が
取
り
う
る
三
つ
の
行
政

上
あ
る
い
は
裁
判
上
の
争
訟
方
式
を
示
し
、
そ
れ
が
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
そ
れ
ら
の
権
利
救
済
の
方
法
に
よ
っ
て
、
源
泉
徴
収
制
度
に
お
い
て
も
、
徴
収

義
務
者
お
よ
び
本
来
の
納
税
義
務
者
の
た
め
に
、
権
利
救
済
の
途
が
存
す
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
本
判
決
が
、
い
ま
ま
で
暖
昧
模
糊
と
し
て
い
た
わ
が
国
の
源
泉
徴
収

に
関
す
る
法
律
関
係
の
構
造
な
ら
び
に
争
訟
方
式
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
力
な
手

掛
か
り
と
な
る
解
釈
を
示
し
た
こ
と
に
は
大
き
な
異
議
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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要
す
る
に
、
申
告
納
税
方
式
を
建
前
と
し
な
が
ら
、
源
泉
徴
収
に
か
か
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
本
来
の
租
税
債
務
者
と
税
務
行
政
機
関
の
関
係
を
ほ
ぼ
断
ち
切
っ
て
、

源
泉
徴
収
義
務
者
と
行
政
機
関
の
関
係
の
み
転
換
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
問

と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
点
、
課
税
庁
の
源
泉
所
得
税
の
収
納
行
為
を
一
つ
の
行
政
処
分
と
し
て
と
ら

え
、
課
税
庁
を
相
手
に
抗
告
訴
訟
を
提
起
し
う
る
と
し
た
下
級
審
の
判
決
例
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
寸
所
得
税
源
泉
徴
収
制
度
は
源
泉
徴
収
義
務
者
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な

る
所
得
の
支
払
を
す
る
に
際
し
所
得
税
法
に
則
っ
て
自
己
の
判
断
に
基
づ
き
算
定
し

た
所
得
税
額
を
源
泉
徴
収
し
て
こ
れ
を
税
務
官
庁
へ
納
付
す
る
方
法
を
と
っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
制
度
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
被
告
〔
税
務
署
長
〕
は
源
泉
徴
収

義
務
者
に
対
し
、
予
め
、
弁
護
士
が
法
人
か
ら
受
け
る
『
報
酬
料
金
』
に
旅
費
、
日

当
、
報
酬
等
の
区
別
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
部
が
源
泉
課
税
の
対
象
と
さ
れ
る
う
べ

き
旨
の
所
得
税
源
泉
徴
収
に
関
す
る
解
説
書
を
配
布
し
て
い
る
こ
と
を
自
認
し
て
い

る
の
で
、
被
告
は
予
め
、
源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
し
そ
の
自
由
な
る
判
断
を
制
限
す

る
国
家
意
志
を
通
知
し
て
、
し
か
も
、
若
し
、
こ
の
趣
旨
に
従
っ
て
所
得
税
源
泉
徴

収
に
応
じ
な
い
と
き
は
〔
旧
〕
所
得
税
法
第
四
三
一
条
第
一
項
に
基
き
政
府
は
支
払
者

か
ら
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
は
税
務
署
長
は
国
税
通
則
第
三

六
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
っ
て
納
税
告
知
処
分
を
す
べ
き
で
あ
り
、
支
払
者
は
同
法

第
六
0
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
っ
て
延
滞
税
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
か
か
る
一
連
の
関
係
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
所
得
税
源
泉
徴
収
は
、
国
が
租
税
を

賦
課
す
る
優
越
的
意
志
の
発
動
に
よ
っ
て
行
う
公
権
力
の
行
使
で
あ
っ
て
一
種
の
行

政
処
分
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
国
が
所
得
税
源
泉

徴
収
制
度
を
実
施
し
て
源
泉
徴
収
義
務
者
の
納
付
し
た
納
税
額
を
正
当
と
認
め
て
こ

れ
を
受
理
し
収
納
す
る
税
務
署
長
の
行
為
は
国
の
す
る
公
権
力
の
行
使
で
あ
る
一
つ

の
行
政
処
分
で
あ
っ
て
、
し
か
も
具
体
的
な
納
税
者
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
:
:
:
」
行
政
訴
訟
の
対
象
に
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
⑫
。

日
可
u

q
J
 



135 

こ
れ
に
対
し
右
の
税
務
署
長
の
収
納
行
為
を
窓
口
事
務
的
行
為
に
す
ぎ
ず
「
公
権

力
の
行
使
L

に
該
当
し
な
い
と
し
て
否
定
的
な
判
断
を
示
し
た
。

「
:
:
:
(
イ
)
実
体
法
上
、
徴
収
義
務
者
は
支
払
い
毎
の
天
引
徴
収
を
義
務
づ
け

ら
れ
、
受
給
者
は
受
給
毎
に
正
当
税
額
を
負
担
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
の

双
方
の
税
務
署
長
に
対
す
る
義
務
関
係
が
、
現
実
に
は
徴
収
義
務
者
の
徴
収
行
為
と

い
う
形
で
規
定
さ
れ
、
そ
れ
が
受
給
者
の
側
の
受
忍
行
為
を
現
出
せ
し
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
徴
収
義
務
者
の
徴
収
行
為
は
受
給
者
と
の
関
係
で
『
公
権
力
の

行
使
』
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
徴
収
義
務
者
の
な
し

た
天
引
徴
収
金
は
、
そ
れ
が
国
庫
に
納
付
さ
れ
な
い
限
り
、
い
ま
だ
公
金
で
は
な
い

し
、
受
給
者
が
天
引
を
受
忍
す
る
の
は
、
窮
極
に
お
い
て
実
体
法
上
有
す
る
租
税
負

担
義
務
の
ゆ
え
で
あ
っ
て
、
徴
収
義
務
者
の
徴
収
権
限
そ
の
他
徴
収
義
務
者
の
側
の

有
す
る
な
ん
ら
か
の
公
権
力
の
ゆ
え
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
徴
収
義
務
者
の
徴
収

義
務
も
、
受
給
者
の
天
引
受
忍
も
、
と
も
に
受
給
者
が
正
当
税
額
に
も
と
づ
く
負
担

義
務
の
存
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
の
範
囲
内
で
、
徴
収
義
務
者
と
受
給

者
は
あ
た
か
も
徴
収
(
債
権
行
使
〉
と
受
忍
(
債
務
履
行
〉
の
関
係
に
あ
る
ご
と
く

み
え
る
が
、
実
体
法
的
に
は
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
義
務
づ
け
に
よ
っ
て
、
税
務

署
長
と
の
聞
で
別
々
の
法
律
関
係
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
正
当
税
額
の
徴
収
行
為
に
関
す
る
限
り
、
税
法
上
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
両
者

の
関
係
も
、
徴
収
義
務
者
の
側
に
お
け
る
正
当
税
額
以
上
の
徴
収
行
為
、
す
な
わ
ち

過
大
・
過
誤
徴
収
行
為
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
両
者
を
税
法
上
結
び
つ
け
る

何
物
も
存
在
し
な
く
な
り
、
右
の
過
大
・
過
誤
徴
収
行
為
に
対
し
て
は
、
純
然
た
る

民
事
上
の
債
務
履
行
の
請
求
も
し
く
は
不
当
利
得
返
還
請
求
の
原
因
が
生
ず
る
に
至

る
の
で
あ
る
⑬
。

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
現
行
制
度
で
は
、
本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受
給
者
は

源
泉
徴
収
を
め
ぐ
る
租
税
法
律
関
係
に
は
登
場
し
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
源
泉
徴
収
の
段
階
に
お
け
る
受
給
者
側
の
問
題
は
あ
げ
て
民
事
法
律
関
係
で
あ

る
対
源
泉
徴
収
義
務
者
の
関
係
に
お
い
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
看
守
さ
れ

源泉徴収課税と租税条約並びに問題点

る
。
こ
の
よ
う
な
現
行
制
度
を
所
与
の
も
の
と
す
る
限
り
、
こ
の
問
題
は
、
結
局
、

源
泉
徴
収
義
務
者
を
相
手
と
す
る
民
事
訴
訟
を
受
給
者
側
か
ら
提
起
す
る
す
る
こ
と

と
す
る
の
が
も
っ
と
も
現
行
制
度
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。
要
す
る
に
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
の
納
税
者
で
あ
る
受
給
者
(
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
)
に
名
実
と
も
に
納
税
者
と
し
て
の
法
的
地
位
を
保
障
す
る
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
源
泉
徴
収
の
あ
り
方
が
抜
本
的
に
あ
ら
た
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
と
い
え
よ

う
。
国
民
の
大
部
分
を
構
成
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
対
し
て
納
税
者
と
し
て
の
初
歩

的
な
法
的
地
位
す
ら
保
障
し
て
い
な
い
わ
が
国
の
現
行
制
度
は
、
民
主
的
法
治
国
の

一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

n
H
d
 

Q
d
 

円
〈

U

注
①
条
約
の
法
律
及
び
条
約
と
園
内
法
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
二

元
論
(
分
立
論
)
と
一
元
論
(
統
一
論
)
と
の
二
つ
の
学
説
が
あ
り
、
二
元
論
は
国

際
法
と
圏
内
法
と
は
互
い
に
異
な
る
独
立
の
法
律
系
で
あ
る
と
す
る
学
説
で
あ
り
、

一
元
論
は
国
際
法
と
圏
内
法
は
相
互
に
独
立
し
た
も
の
で
な
く
、
共
に
全
体
と
し
て

統
一
的
な
法
律
系
を
形
成
す
る
学
説
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
国
際
社
会
と
国

家
と
は
決
し
て
無
関
係
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
一
元
論
が
正
当
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
。
(
佐
藤
功
著
日
本
国
憲
法
概
説
学
陽
書
房
五
五

0

頁)。



②
日
本
公
認
会
計
士
協
会
東
京
会

経
済
社

Mar.1993 

フ
ラ
ン
ス
の
租
税
制
度

八
頁
。

オ
ラ
ン
ダ
の
租
税
制
度

二
四
七
頁
。

塩

崎

潤

他

O
一頁。

Vo1.28-'¥， 平成 5年，

③
武
田
昌
輔
監
修

版

七

頁

。

④
川
島
信
義

京高

第28号A，

⑤
川
島
信
義

車高

愛知工業大学研究報告B

⑥
川
島
信
義

編

⑧
川
島
信
義

編
監
修

編

各
国
の
租
税
制
度
の
解
説

一
三
一
六
頁
。

ス
イ
ス
の
租
税
制
度

一
八
八
頁
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
租
税
制
度

源
泉
徴
収
所
得
税
釈
義

第
一
法
規
出
版

コ

メ

メ

ニ

タ

1
ル
所
得
税
(
沿
革
)

図
解
源
泉
所
得
税

前
掲
書

前
掲
書

共
著

前
掲
書

(
財
)
大
蔵
財
務
協
会

八
頁
。

二
三
五
頁
。

車扇

租
税
条
約
関
係
法
規
集

国
際
税
務
要
覧

財
務
洋
報
社

二
八
七
頁
。
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⑨
戸
島
利
夫
編
非
居
住
者
@
外
国
法
人
の
税
務

合
会
一
九
二
頁
以
下
。

(
財
)
納
税
協
会
連

中
央

⑮
戸
島
利
夫

編

前
掲
書

一
五
八
頁
。

ム

ノ¥

⑪
最
高
裁
昭
和
四
五
年
二
一
月
二
四
日

一
一
一
号
二
二
四
三
五
月
)
。

第
一
小
法
廷
判
決
(
民
衆
二
四
巻

⑫
岐
阜
地
裁
判
決
(
昭
和
三
九
年
一

0
月
一
一
一
日

頁)。

第
一
法
規
出

⑬
名
古
屋
高
裁
判
決
(
昭
和
四
二
年

頁)。

一
月
二
九
日

⑦
大
蔵
省
主
税
局
国
際
租
税
課

社

七

四

三

頁

。

小
沢
進
@
矢
内
一
好

五
頁
。

頁
情
文

行
集
一
五
巻
一

0
号
二
六

行
集
一
八
巻
一
五

0
三
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